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令和６年９月定例会 

 

羽生市議会都市民生常任委員会会議録　（第３日） 

 

　　　議事日程　令和６年９月１２日（木曜日）午前　９時３５分　　開　議 

 

第　１　開　　議 

第　２　審査事項 

　　　１）議案第６０号　令和５年度羽生市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

　　　２）議案第６２号　令和５年度羽生市介護保険特別会計歳入歳出決算 

３）議案第６３号　令和５年度羽生市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

４）議案第６４号　令和５年度羽生市水道事業会計利益の処分及び決算 

　　　５）議案第６５号　令和５年度羽生市下水道事業会計決算 

　　　６）議案第６６号　令和６年度羽生市一般会計補正予算（第４号）のうち、

都市民生委員会所管分 

７）議案第６７号　羽生市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

　　　８）議案第６８号　羽生市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基 

　　　　　　　　　　　　準を定める条例の一部を改正する条例 

　　　９）議案第６９号　羽生市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に 

　　　　　　　　　　　　関する条例の一部を改正する条例 

第　３　閉　　会 

 

出席委員（７名） 

　　　　西　山　丈　由　委員（委員長）　　　　柳　沢　　　暁　委員（副委員長） 
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　　　　丑久保　恒　行　委員 

 

欠席委員（なし） 
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午前　９時３５分　　開　会 

 

○西山丈由委員長　おはようございます。 

　　ただいまから、本日の会議を開きます。 

　　これより日程に入ります。 

　　議案第６４号　令和５年度羽生市水道事業会計利益の処分及び決算、別冊２について

を議題といたします。 

　　水道課長に説明を求めます。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　水道課長。 

○山木章史水道課長　改めましておはようございます。水道課長の山木でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

　　同席しております職員を紹介させていただきます。 

　　営業係長の櫻井でございます。 

○櫻井洋介営業係長　櫻井です。よろしくお願いします。 

○山木章史水道課長　どうぞよろしくお願いいたします。 

　　恐縮ですが、着座にて説明をさせていただきます。 

　　議案第６４号　令和５年度羽生市水道事業会計利益の処分及び決算についてご説明申

し上げます。 

　　別冊２、令和５年度羽生市水道事業会計決算書及び付属書類となります。 

　　それでは、１ページ、２ページとなります。こちらは決算報告書でございます。 

　　（１）収益的収入及び支出ですが、営業活動に伴う料金収入、維持管理費用などの収

益に関する収支となります。 

　　まず、収入の部、第１款水道事業収益の決算額は１２億８，４２１万８，６１１円で、

予算額に比べ３，１５６万２，３８９円の減、収入率は９７．６％となりました。 

　　これは、今回営業外収益において消費税還付金を見込んでいたものの、工事の繰越額

が多く、支払いが生じなかったため、消費税の還付が生じなかったことによる減です。

なお、補正予算対応により、水道の基本料の免除を２か月分、２回行なったことで、第

１項営業収益の給水収益が減少しておりますが、その分は料金システム改修等の経費を
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含めて第２項営業外収益の他会計補助金としまして、一般会計から１億９６４万円を繰

入れております。 

　　次に、支出の部、第１款水道事業費用の決算額は１１億２，８８３万４，５８６円、

翌年度繰越額は７３０万円。不用額は１億６，１２４万７，４１４円で、執行率は

８７．０％となりました。 

　　不用額は、浄配水場施設の動力であります電気料、漏水の緊急修繕費などでございま

す。 

　　次に進みます。３ページ、４ページとなります。 

　　（２）資本的収入及び支出ですが、建設改良費などの資産形成費や企業債などに関す

る収支となります。 

　　まず、収入の部、第１款資本的収入の決算額は３億６，７４０万円で、予算額に比べ

１，１２７万７，０００円の減、収入率は９７．０％となりました。 

　　これは、県の中川改修事業等において事業進捗の遅れから、対象の設計や工事が未執

行により予算で見込んでいた県の工事負担金収入がなかったことによる減でございます。 

　　次に、支出の部、第１款資本的支出の決算額は７億２０８万５，０５４円で、翌年度

繰越額は３億７，１７２万円。不用額は４，９３１万９４６円。執行率は６２．５％と

なりました。 

　　繰越しの理由は、第１項建設改良費の浄配水場の施設更新工事において、製品の製作

に不測の期間を要したこと。また、配水管布設工事において、関連する岩瀬土地区画整

理事業の進捗に合わせて工事を先送りにしたことから、年度内に完成させることができ

なかったためでございます。 

　　不用額は主に、第１目配水管布設費の工事設計委託料及び工事請負費でございます。

具体的には、先ほどの収入の際に申し上げました県事業に伴う工事負担金対象の設計や

工事の見送り、また岩瀬土地区画整理組合の進捗状況に伴い、予定していた一部の工事

発注を見送ったことなどによるものでございます。 

　　次に進みまして、５ページ、６ページになります、損益計算書でございます。 

　　１、営業収益は１０億３，２４１万３，６２８円。 

２、営業費用は１０億１，２１１万９，１１０円。差し引いたものが営業利益

２，０２９万４，５１８円となります。 

　　３、営業外収益は合計１億４，８９１万１，０１８円。 
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　　４、営業外費用は合計５，７４６万８，７９０円。差引き９，１４４万２，２２８円。

先ほどの営業利益にこの金額を足したものが経常利益で、１億１，１７３万

６，７４６円となります。 

　　５、特別利益は１５万４，０００円。 

　　６、特別損失は４９万６，５４９円。差引きマイナス３４万２，５４９円。経常利益

にこの金額を足したものが当年度純利益で１億１，１３９万４，１９７円となりました。 

　　次に進みます。７ページ、８ページとなります。 

　　まず、上段、剰余金計算書でございます。 

　　当年度変動額につきましては、減債積立金及び建設改良積立金の取崩しはありません

でした。また、先ほど申し上げました当年度純利益１億１，１３９万４，１９７円を未

処分利益剰余金に計上しております。この結果、当年度の未処分利益剰余金は９億

３，２５０万５，２８９円となりました。 

　　次に、左下下段の剰余金処分計算書案のところでございますが、こちらは地方公営企

業法第３２条第２項の規定に基づきまして、決算に伴う剰余金の処分について、議会の

議決をいただくものでございます。 

　　内容といたしましては、当年度の未処分利益剰余金９億３，２５０万５，２８９円の

うち、３，６６５万６，２４６円を議会の議決による処分額として資本金に組み入れる

ものでございます。 

　　それでは、次に進みます。 

　　９ページ、１０ページ、貸借対照表でございます。 

　　まず、９ページの資産の部ですが、１固定資産合計は８２億５，５９６万

４，１６３円となります。 

　　２流動資産の（２）未収金ですが、水道料金未収金などとなります。３月末までの未

収金ですので、現在は収入済みとなっております。流動資産合計は、１８億

６，１００万２，８８９円で、したがいまして、資産合計は１０１億１，６９６万

７，０５２円となります。 

　　次に、右側１０ページの負債の部ですが、３固定負債は、（１）企業債で４１億

８，６７０万５，６９８円となります。 

　　４流動負債、（１）企業債は、企業債の元金の償還２億９３万６，９２１円となりま

す。（２）の未払金ですが、イ営業未払金６，２０９万３，６６２円は、主に３月分の
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県水受水費や電気料金などとなります。ロその他未払金９８６万６，９６７円は、主に

浄水場施設更新工事の完成払いなどとなります。こちらも３月末までの未払金ですので、

現在は支払い済みとなっております。（４）の預り金２，３４３万１，２８８円は下水

道使用料の預り金となっておりまして、こちらも支払い済みとなっております。負債合

計は５１億３，３３０万６，１５０円となります。 

　　次に、下段、資本の部ですが、６資本金の合計は２９億７，２２０万４，２１９円。

７剰余金合計は２０億１，１４５万６，６８３円。資本合計は４９億８，３６６万

９０２円となりました。よって、負債の部、資本の部、合わせました負債資本合計は、

一番右下ですが、１０１億１，６９６万７，０５２円となりまして、９ページ、左側の

ページの下の合計、一番下の数字と一致する形となります。 

　　それでは、次に進みます。 

　　右側、１２ページとなります。 

　　こちらからは、２決算付属書類となっております。 

　　こちらは水道事業報告書でございます。 

　　まず、１概況（１）総括事項の利用状況ですが、令和５年度末における給水戸数は

２万４，６２０戸、給水人口は５万３，７４５人で、前年度と比較して４０７戸の増加、

１６０人の減少となりました。 

　　施設整備事業ですが、老朽管の布設替を３７７メートル、配水管が不足している場所

への新設管布設を２，０９８メートル施工いたしました。 

　　次に進みます。 

　　１３、１４ページは、２主要建設工事の概況となります。 

　　令和５年度に竣工した主要な工事について、その内容等を記載したものでございます。 

　　次に進みます。 

　　次に、１５、１６ページとなります。 

　　３業務の（１）業務量ですが、年度末給水人口、給水戸数は先ほど説明したとおりで

ございます。 

　　年間配水量は８１３万８，３５８立方メートルで、前年度と比較して１２万７２１立

方メートルの増となりました。年間有収水量は６９２万９，５５３立方メートルで、前

年度と比較して６，１９６立方メートル増加しました。有収率については、火災や漏水、

水質維持のための排泥作業等により、料金徴収につながらなかった水量が増えると有収
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率は下がるというものになります。令和５年度は８５．１％と前年度と比較して

１．３ポイントの減少となりました。 

　　それでは、表の下になりますが、供給単価、１立方メートル当たりの水道水の売値に

なりますが、１３７円８９銭、給水原価、水道水をつくる経費、買値ですが、１４９円

０６銭で、１立方メートル当たりの利益は、税抜きでマイナス１１円１７銭となりまし

た。前年度に比較して２円４１銭の減となっております。 

　　近年の燃料費高騰をはじめ、施設の維持管理費や減価償却費など、経常経費が上昇し

ており、給水原価は近年、増加傾向となっております。また、今回も前年度に引き続き

市民の物価高騰対策として、水道基本料金の免除を行なったことから、その分の給水収

益が減少しており、供給単価を引き下げた要因にもなっております。 

　　次に（２）事業収入に関する事項ですが、合計は、一番下の段になりますが、１１億

８，１４７万８，６４６円で、前年度と比較して２７１万７，０７９円の減となりまし

た。 

　　次のページに進みます。 

　　１７、１８ページとなります。 

　　（３）事業費用に関する事項ですが、合計は１０億７,００８万４，４４９円で、前

年度と比較して２，３８４万８，９６６円の減となりました。 

　　次に、４会計の（１）企業債及び一時借入金の現況、イ企業債ですが、前年度末残高

が４２億１，４３３万４，９４８円。本年度借入高が３億６，７４０万円。償還高が

１億９，４０９万２，３２９円で、令和５年度末残高は４３億８，７６４万

２，６１９円となりました。 

　　次に進みます。 

　　１９ページとなります。 

　　５付帯事項の（３）徴収率、一番下の表になります。令和５年度も徴収率は

９９．７％で平成２３年度から同率でございます。これは、平成２２年度から、検針、

徴収関係を民間委託いたしまして、給水停止執行業務を毎月実施していることなどが大

きな要因と考えます。納期限について、お客様の状況により猶予するなどの丁寧な対応

を行なっておりますが、今後もこの徴収率を維持できますよう、適正な徴収に努めてま

いります。 

　　次に、２０ページ、キャッシュ・フロー計算書、右側になります。 
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　　こちらは、１事業年度における資金収支の現状を表すものでありまして、一番下、資

金期末では、現金といたしまして１７億９，５０４万１，３９６円となりました。 

　　次に進みます。 

　　次に、２１ページから３２ページ、後ろにわたって、収益費用明細書でございます。 

　　こちらは、冒頭申し上げた１、２ページ、収益的収入及び支出の明細について、税抜

きで記載したものとなります。これがずっと３２ページまで続きます。 

　　次に、３３ページから３６ページは資本的収支明細書でございます。 

　　こちらも、３ページ、４ページの資本的収入及び支出の明細について、税抜きで記載

した表となっております。 

　　次に、３９ページから４４ページ、こちらが企業債明細書になります。 

　　それで最後のページ、４４ページになりますけれども、こちらの一番下の欄が企業債

の合計金額となります。先ほども申し上げましたが、未償還残高は４３億８，７６４万

２，６１９円となりました。前年度と比較して１億７，３３０万７，６７１円の増とな

っております。 

　　近年、施設の老朽化による維持管理費用が増える一方で、給水収益は減少している状

況であります。こうしたことから、水道事業については、特に工事の関係について、企

業債借入金に依存している部分が多く、残高も増加しているというふうなところでござ

いますが、今後とも必要なものをきっちり精査する中で進めてまいります。 

　　以上で、令和５年度羽生市水道会計利益の処分及び決算について説明を終わります。

よろしくご審議のほうお願いいたします。 

○西山丈由委員長　ただいまの課長説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　６ページの当年度純利益ということで１億１，１３９万４，１９７円と

なりました。それで、ここはもともと予算のほうでは、純利益がマイナスになるような

話があったと思います。今回、マイナスにならなくてプラスになったということなんで

すけれども、その辺というのはどういった要因があったのか、この点についてお伺いし

ます。 

○西山丈由委員長　水道課長。 

○山木章史水道課長　こちらの予算と決算の違いでございますが、簡単に言いますと、予
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算は比較的収入は厳しく、支出は、もちろん無駄に多くしているわけではないんですけ

れども、ある程度必要なものを見積もっていると。 

　　そういった中で、実際のところ、いろいろ減の要素もありましたけれども、実際に収

入は厳しく見込んでいる中で入ってきたというものもありますので、結果的には利益が

出ている。あくまで予算計上上はどうしてもちょっと厳しめにつくっているところを、

実際にはきっちり入ってきている部分もあるというところが、そういう相違となってい

る。ちょっとすみません、具体的に何を言っているのか、説明はしていなくて申し訳な

いんですけれども、ざっくり言うとそんな感じでございます。 

　　以上です。 

○西山丈由委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　やるはずの工事をやらなくなったとか、そういった大きなものというの

もなかったのかなと思うんですけれども、そういう点はどうなんでしょうか。 

○西山丈由委員長　水道課長。 

○山木章史水道課長　こちら工事につきましては、先ほどの説明の中でちらっと触れまし

たけれども、埼玉県のほうで予定していた、例えば中川の改修に伴う水道管のつけ替え、

また羽生駅東口の電線類地中化、そういったものが当初予定されていたんですけれども、

県の進捗の中で、ちょっと先送りになったということで行わなかったというのがござい

ます。 

　　また、昨年度、今年の３月に補正予算で上程させていただきました第２浄水場の自家

発電施設、たしか億単位で申し上げたと思うんですけれども、それは補正減としており

ますので、決算上の予算額については、減した額での積算で決算のほうは整理してござ

います。 

　　以上です。 

○柳沢　暁委員　分かりました。 

○西山丈由委員長　ほかにはございませんか。 

　　川田委員。 

○川田真也委員　よろしくお願いします。 

　　１５ページ、１６ページのところの供給単価と給水原価でちょっと確認で教えてほし

いんですが、給水原価のほうが高くて供給単価が安いことになっておりますが、先ほど

の課長の説明にもあったんですけれども、基本料の免除とか、そういう政策があったの
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でということでしたが、もしそれがなくて、毎月市民の皆さんに水道料金をきっちりも

らっていた場合は、これは原価と単価というのはどれぐらい差が縮まるのかあるいはプ

ラスになるのかというのを教えていただければと思いますが。 

○西山丈由委員長　水道課長。 

○山木章史水道課長　先ほどのご質問に関してご説明申し上げます。 

　　資料のほう、１５ページ、１６ページになりまして、こちらの真ん中辺ですね、供給

単価は１３７．８９円ということと、下の給水原価、こちらは１４９．０６円というこ

とで、先ほどがこの右側にある供給単価で１３７．８９円から、下の給水原価

１４９．０６円でマイナス１１．１７ということで、もう原価割れしておるという説明

を申し上げました。 

　　この給水単価が実際に水道料金の免除をしていない場合には、この１３７．８９円が

１５１．７４円。それと給水原価については、こちらが１４９．０６円が

１４８．８４円。ですので、差引きだと利益は２．９０円。先ほどはマイナス１１円

１７銭が基本料の免除の関係を、仮にしなかった場合、こちらについては２円９０銭と

いうことで、若干ですが、マイナスではないという結果でございます。 

　　以上です。 

○川田真也委員　ありがとうございます。 

○西山丈由委員長　ほかに質疑は。 

　　中島委員。 

○中島直樹委員　有収率が若干下がっていますけれども、この辺はどう考察されますか。 

○西山丈由委員長　水道課長。 

○山木章史水道課長　有収率の上がった、下がった、実際にこれを解析するのは非常に難

しい話でございまして、有収率が低いというのは、有収率、要はお金につながらない捨

てている水、不明な水というものでございます。主に地表に出てこない漏水、また工事

などによって管の中を洗浄するに当たって、一定時間管に水を流している、洗います。

そういった工事の増減にもよります。 

　　そういったことから、なかなか有収率が上がった、下がったの細かい分析というのは

非常に難しいのかなというふうに認識しております。 

　　以上です。 

○西山丈由委員長　中島委員。 
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○中島直樹委員　仮に、今回下がったとは言ってもよしあしは別として１．３ポイントと

いうことで、これが大きく、例えば１０％、２０％増減するというと、その辺の傾向は

割と明確に出てくるのかなと思うけれども、この程度だとなかなか分かりづらいという

理解でよろしいですね。 

○西山丈由委員長　水道課長。 

○山木章史水道課長　明らかに、そうですね、先ほど中島委員さんがおっしゃるように、

工事量とか漏水の度合いによってプラスマイナス見ますけれども、それはあくまでで全

体の数からしたらやっぱり少ない、多分数％の増減にとどまっているというところだと

思います。 

○西山丈由委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　老朽化した水道管というのは、入替えのほうは進んでいるのかどうなの

か。また、石綿セメント管とか、そういったところについては、今どういった状況なの

かお伺いします。 

○西山丈由委員長　水道課長。 

○山木章史水道課長　まず、石綿セメント管をダクタイル鋳鉄管に布設替えする関係の更

新の状況でございますが、令和５年度末で９７．４％でございます。総延長が約

１１６キロメートルのうち１１２．８キロメートルということで、残り約３キロが残っ

ております。 

　　それと、管路の耐震化率でございますが、幹線の管路と配水の枝管というベースで、

これは毎年水道課のほうで整理しているんですが、令和５年度末では４４．２％という

ところでございます。 

　　あと、今回、能登半島地震で話題となりました基幹管路ベースというんですが、多分

こちら能登半島地震の輪島市など６市町で平均で約３０％という報道がなされていたと

思うんですけれども、それに対して、令和４年度末では、羽生市は同等の２９．４％と

いうところでございます。現状としては、数字はそんなような状況でございます。 

　　以上です。 

○西山丈由委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　耐震化を進めないといけないんですけれども、やはり避難所につながる

ところを優先してやるとか、病院につながるところを優先してやるとか、そういった考

えとか、どういう方向で入替えのほうを進めているとかいうのが、何か方向性があるの



－12－

かどうか。方向性を持って取り組んでいるのかどうかお伺いします。 

○西山丈由委員長　水道課長。 

○山木章史水道課長　やはり能登半島地震とか、そういったものを見ていますと、まずは

災害の拠点となるところとか、やはり緊急医療体制を引かなくちゃならない病院、それ

と被災者が避難するための避難所としては、基本的には公民館、そういったものが、や

はり災害時の重要な施設というふうに捉えております。 

　　ですので、今後改修するに当たりましては、そういったところを優先的にやっていく

べきものというふうに捉えております。決して、その更新率が高いわけじゃないんです

が、今後更新する中で、そういったところを優先してやっていきたいというふうに考え

ております。 

　　以上です。 

○柳沢　暁委員　分かりました。 

○西山丈由委員長　ほかにはございますか。 

〔発言する者なし〕 

○西山丈由委員長　質疑も尽きたようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

　　続いて、討論に入ります。 

　　討論のある方は順次発言を願います。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　議案第６４号　令和５年度羽生市水道会計利益の処分及び決算の認定に

ついて、反対の立場から討論します。 

　　耐震化の問題です。まず、本年の元日に起きた能登半島地震では断水となり、被災者

は避難所生活で飲料水や生活用水を十分に確保できない状態で、トイレなどの衛生面で

深刻な事態に陥ります。そうした中で、耐震化をもっとしっかりと進めていくべきだと

考えます。また、石綿セメント管も残っており、早急に対応するべきだと考えます。 

　　以上の点から反対とさせていただきます。 

○西山丈由委員長　ほかに討論はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○西山丈由委員長　討論も尽きたようですので、これをもって討論を終結いたします。 

　　これより採決を行います。 

　　議案第６４号　令和５年度羽生市水道事業会計利益の処分及び決算は、これを可決及
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び認定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔挙手多数〕 

○西山丈由委員長　挙手多数と認めます。 

　　よって、本案は可決及び認定すべきものと決しました。 

　　暫時休憩いたします。 

 

午前１０時０５分　　休　憩 

 

午前１０時０９分　　開　議 

 

○西山丈由委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第６５号　令和５年度羽生市下水道事業会計決算、別冊３についてを議題といた

します。 

　　下水道課長に説明を求めます。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　下水道課長。 

○本間健史下水道課長　おはようございます。下水道課長の本間です。よろしくお願いい

たします。 

　　それでは、同席しております職員を紹介させていただきます。 

　　管理係長の間下でございます。 

○間下千安紀管理係長　間下と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

○本間健史下水道課長　それでは着座にて説明をさせていただきます。 

　　議案第６５号　令和５年度羽生市下水道事業会計決算について説明いたします。 

　　別冊３、令和５年度羽生市下水道事業会計決算書及び付属書類の１、２ページをご覧

ください。 

　　初めに、（１）収益的収入及び支出です。 

　　収入の部では、第１款下水道事業収益の決算額は１１億７，０４２万９，０６２円で、

予算に対し１，０８９万２，０６２円の増となりました。増となった主な理由は、令和

５年１月に使用料の改定、値上げを行なったことによる影響と岩瀬土地区画整理事業地

内をはじめ、接続人口の増加により使用料の増加があったことによるものです。 
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　　次に支出の部では、第１款下水道事業費用の決算額は１０億４，０２８万

８，０１３円で、不用額は９，５６９万２，９８７円となっております。 

　　不用額の主な理由は、委託料、下水道全体計画等改定業務等の入札差金によるもので

す。また、電気料高騰の影響を受けるものと考え、予算を多めに計上いたしましたが、

電気・ガス・価格激変緩和対策事業により支出を抑えることができたことによるもので

す。 

　　次に、３、４ページをご覧ください。 

　　（２）資本的収入及び支出です。 

　　収入の部では、第１款資本的収入の決算額は１０億５，７４９万７，５１０円で、予

算額に対し１億６，２６７万５，４９０円の減となりました。この主な理由は、一部の

国庫補助金事業を繰り越したことにより、企業債と国庫補助金が予算と比較し減額とな

ったことによるものです。 

　　支出の部では、第１款資本的支出の決算額は１４億６，３５７万３，０８４円で、翌

年度繰越額８，４７７万７，０００円、不用額は７，５９６万３，９１６円となってお

ります。 

　　繰越しの理由ですが、下水道管渠布設工事において、岩瀬土地区画整理事業地内での

移転交渉の難航により、道路工事の遅延の影響を受け、年度内に完成させることができ

なかったためです。 

　　また、不用額の主な理由は、ストックマネジメント計画に基づく処理場改築更新工事

委託料の入札差金によるものです。 

　　また、欄外をご覧ください。 

　　資本的収入が資本的支出額に不足する額につきましては、消費税や内部留保資金で補

塡しております。 

　　次に、５、６ページをご覧ください。 

　　損益計算書になります。 

　　５ページ中ほどの営業利益はマイナス６億７，７４５万９，８５６円。 

　　一番下の行の経常利益は８，７８５万９，３１０円となりました。 

　　６ページの下から４行目、当年度純利益は８，７４６万６，２０８円となっておりま

す。 

　　次に、７、８ページをご覧ください。 
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　　上の段が剰余金計算書です。 

　　表の下から６行目の当年度変動額について申し上げます。 

　　左から２列目の資本金の欄ですが、他会計から出資として８，３８２万２，０００円

を資本金として繰り入れています。また、８ページの右から３列目の未処分利益剰余金

に、先ほど損益計算書の説明で申し上げました当年度純利益８，７４６万６，２０８円

を計上しております。 

　　下の段は剰余金処分計算書になります。未処分利益剰余金１億１，７８１万

３，４６４円は、災害などによる下水道使用料の減収や将来の改築更新費用の増大や企

業債の償還に備えた資金を確保するため、表中に記載の減債積立金の積立てや建設改良

積立金の積立てとして、今後の財源として活用を図ることができるとなっています。時

期につきましては、今後の状況を見極めまして、議決による処分をしたいと考えており

ます。 

　　次に、９ページ、１０ページをご覧ください。貸借対照表になります。 

　　初めに、９ページの資産の部になります。 

　　１の固定資産は、土地、建物、構築物などです。 

　　（１）の有形固定資産の合計額は１３９億７，８７６万５，０８８円で、そのまま固

定資産合計額となります。 

　　２の流動資産は（１）現金預金から（３）の前払金の合計で９億９，６８７万

６，３７４円です。 

　　流動資産（２）未収金、イ営業未収金３，７１５万１，６０８円は、主に下水道使用

料の未収金ですが、３月分の使用料が全額未収金に含まれるため、一時的に増加した金

額となります。 

　　一番下の資産合計は、固定資産合計に流動資産合計を加えた１４９億７，５６４万

１，４６２円となりました。 

　　次に、１０ページ、負債の部です。 

　　３の固定負債、（１）の企業債は、１年を超えて返済期限が到来するもので、４２億

２，７０６万８，２７６円。 

　　そして、４の流動負債（１）の企業債は、１年以内に返済期限が到来するもので、

４億７，１４６万８，２４２円となっております。 

　　４の流動負債、（２）未払金のイの営業未払金５，５１２万６，３１７円は、主に
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３月請求分の委託料、修繕料、電気料金等で、４月中に支払いは完了しております。 

　　ハのその他未払金５億６，３３０万７，２８３円は、資本的支出の工事請負費などの

３月請求分で、４月中に支払いが完了しております。 

　　負債合計は１０３億３，２０９万２，６４１円となります。 

　　次に、下の段の資本の部です。 

　　６の資本金は、イの固有資本金に繰り入れた資本金ロを加え、合計４１億

１，０３７万３，４９８円となりました。 

　　次に、７の剰余金は、（１）資本剰余金合計４億１，５３６万１，８５９円に、（２）

利益剰余金合計１億１，７８１万３，４６４円を合わせた合計は５億３，３１７万

５，３２３円となりました。 

　　資本金と剰余金を合わせた資本合計は４６億４，３５４万８，８２１円となっており

ます。 

　　負債資本の合計は１４９億７，５６４万１，４６２円で、９ページ下の資産合計と同

額となっております。 

　　次に、１１ページになります。 

　　注記として重要な会計方針を記載しております。 

　　次に、１２ページをご覧ください。 

　　ここからは、２決算付属書類となっております。 

　　初めに、１２ページから２０ページまでは、令和５年度羽生市下水道事業報告書にな

ります。 

　　まず、１の概況の（１）総括事項の利用状況ですが、令和５年度末における水洗化率

は９１．００％でした。この数字は、公共下水道を利用できる区域内の人口、１万

９，８２４人のうち、公共下水道を利用している人口、１万８，０４０人の割合となっ

ております。 

　 　 次 に 、 施 設 整 備 事 業 で す が 、 岩瀬 土 地 区 画 整 理 事 業地 内 等 に お い て 、

１，７２８．５メートルの管渠布設工事を行いました。 

　　（２）経営指標に関する事項ですが、経常収支比率と、経費回収率及び有形固定資産

減価償却率を掲載しております。 

　　まず、経常収支比率ですが、使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管

理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標となっております。算出式
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は経常利益を経常費用で割ったものの百分率で、令和５年度では１０８．６１％となり、

１００％を超える成績となっており、健全化が図られているものとなっております。 

　　次に、経費回収率ですが、使用料で回収すべき汚水処理に係る費用をどの程度使用料

で賄えているかを表した指標になります。算出式は、下水道使用料を汚水処理費の公費

負担分を除いたもので割ったものの百分率になります。令和５年度では８３．８０％と

なり、使用料の改定により、前年度から改善したものの、依然１００％を下回っており

まして、一般会計からの繰入金に依存している状況は続いており、経営改善に向けた取

組が必要となります。 

　　最後に、有形固定資産減価償却率ですが、有形固定資産のうち、償却対象資産の減価

償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合いを表しているものにな

ります。算出式は、有形固定資産減価償却累計額を有形固定資産のうち償却対象資産の

帳簿原価で割ったものの百分率で、指標が高いほど、資産の老朽度合いが高くなります。

当該指標につきましては明確な数値基準はありませんけれども、令和５年度は

１５．８１％となっております。 

　　次に、１３、１４ページをご覧ください。 

　　２主要建設工事の概況は、令和５年度に施工した主な工事について、それぞれ工事名、

工事概況、事業費、その他の内容を着工年月日順に記載したものとなります。 

　　次に、１５、１６ページをご覧ください。 

　　３業務の（１）業務量ですが、年度末水洗化人口は１万８，０４０人で、前年度と比

較して８２人の増でした。年度末水洗化戸数は８，９９１戸で、前年度と比較して

９４戸の増となりました。 

　　年間処理水量は２６７万８，４５４立方メートルで、前年度と比較して５万

９，７７３立方メートルの減となっております。年間有収水量は２２３万４，４７５立

方メートルで、１万９，５５２立方メートルの増となっております。これにより計算す

ると、有収率は８３．４％となりまして、前年度と比較して２．５ポイントの増となっ

ております。このポイントの増の要因は、降雨量の減少及び管渠補修修繕を行なったこ

とにより、雨水の汚水管渠への流入等が減少したことによるものと考えております。 

　　次に、表の欄外になりますが、１立方メートル当たりの使用料単価は１２５円７０銭

となり、汚水処理原価は、公費負担分を除きまして１立方メートル当たり１５０円とな

ります。 
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　　次に（２）の事業収入に関する事項ですが、合計は１１億８０２万１，３７９円で、

前年度比１億５，０４５万９，９５２円の増となりました。 

　　次に、１７、１８ページをご覧ください。 

　　（３）の事業費用に関する事項ですが、合計は１０億２，０５５万５，１７１円で、

前年度比９，３３４万１，０００円の増となりました。 

　　次に、４会計の（１）企業債及び一時借入金の概況、イ企業債です。 

　　令和５年度開始残高が４７億１，２４６万４５４円で、借入れが４億６，５１０万円。

償還が４億７，９０２万３，９３６円で、残高が４６億９，８５３万６，５１８円とな

りました。 

　　次に、１９ページをご覧ください。５の付帯事項です。 

　　こちらは、月別の水洗化人口等を記載しております。 

　　次に、２０ページをご覧ください。 

　　６　その他は、消費税の申告に必要な特定収入の使途について記載しております。 

　　次に、２１ページをご覧ください。 

　　キャッシュ・フロー計算書になります。 

　　事業年度の現金の流れを表すもので、会計年度の始まりと終わりのキャッシュ、現金

預金の残高とその増減の要因を表したものです。下の資金期首残高３億９，０３６万

４，２４３円に対し、資金期末残高は８億９，２０１万４，１９７円となりました。 

　　次に、２２ページから３３ページですが、１、２ページで説明しました収益的収入及

び支出と、３、４ページで説明いたしました資本的収入及び支出について税抜きで記載

した明細書となります。 

　　主なものといたしまして、２２ページ、営業収益、下水道使用料が使用料改定により

まして、令和４年度に対し約５，０００万円の増となっております。 

　　次に、２４ページ、営業費用、処理場費、委託料におきまして、水質浄化センター未

利用地の測量業務を実施いたしまして、分筆し、面積２．２８ヘクタールを確定いたし

ました。令和６年度に地歴調査と不動産鑑定を行いまして、令和７年度に売り払う予定

となっております。 

　　次に、同じく委託料の下水道全体計画等改定業務、それからストックマネジメント計

画策定業務では、将来人口の減少、施設の老朽化、浸水被害等の課題を整理し、今後の

取組について計画の改定を行いました。 



－19－

　　令和６年度にストックマネジメント実施計画、経営戦略とともに策定・完成する予定

となっております。 

　　次に、修繕費において、老朽化して正しく計測できなかった処理場ＤＯ計・ＭＬＳＳ

計の修繕を実施いたしました。 

　　次に、３２ページ、建設改良費、処理場費、下水道根幹的施設の改築工事委託では、

ストックマネジメント計画に基づくもので、水処理を行う池の施設設備と電気設備の更

新工事を実施いたしました。 

　　それでは、３４ページ、３５ページをご覧ください。 

　　こちらは固定資産明細書で、９ページの貸借対照表に計上した固定資産の明細書とな

っております。 

　　次に、３６ページから４５ページまでは、企業債明細書となります。 

　　４５ページの一番下の欄をご覧ください。 

　　企業債の合計金額となりまして、未償還残高は４６億９，８５３万６，５１８円で、

前年度より１，３９２万３，９３６円減少しております。 

　　以上で、令和５年度羽生市下水道事業会計決算の説明を終わります。ご審査よろしく

お願いします。 

○西山丈由委員長　ただいまの課長説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　中島委員。 

○中島直樹委員　下水道会計は、ちょっと、いろいろ説明を聞いても、胸が締めつけられ

る思いがするんですけれども、今さらで申し訳ないんだけれども、課長の説明で１２ペ

ージのところですね。下水道事業の報告書において、経常収支比率が１０８．６１％と

いうことで、１００％超と成績になっていることから、健全化が図られていると考える

がと、これは１００％超えているにもかかわらず健全化が図られているというのは、こ

れはどう理解したらいいんですかね。 

○西山丈由委員長　下水道課長。 

○本間健史下水道課長　一般会計の経常収支比率との考え方とは、公営企業会計は違って

いまして、一般会計は義務的経費との差でどれだけの弾力性があるかという考え方で、

公営企業会計は、単なる収入で支出が賄われているかどうかという、単なるそれだけの

指標になると思います。 
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　　それで、１００％を超えないと逆に赤字ですので、収入で賄えていないということに

なります。ただし、健全とは言いながらも、一般会計からの繰入金が相当額ありますの

で、ここの部分は、それも見越して１００％を超えているので健全ですという言い方を

させていただきました。 

○西山丈由委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　なかなかつらいところですけれども、じゃ、今、本間課長の説明でいう

と、令和２年度は１０２％からとんとんと、３年度で１００％だったのが１０８％だか

ら、その尺度の会計上において健全化が図られているということなんですけれども、企

業債も幾らでしたか、残高で４６億円で、なかなか下水道の接続も進まない、岩瀬の工

事もある、一般会計の繰入れもあるという中で、何と表現したらいいか分からない、難

しいんですけれども、この辺がちょっともどかしいところがあります。 

　　決算審査ということで、ここで課長に質疑をしないといけないんだけれども、その辺、

どう考えますかね。 

○西山丈由委員長　下水道課長。 

○本間健史下水道課長　下水道事業会計につきましては、前々から一般会計からの繰り出

し、こちらからすると繰入れという形になりますけれども、そこに依存しているのは当

然あるわけでして、そういう状況の中で、令和５年１月に使用料を値上げさせていただ

いていると。その部分で、先ほど説明いたしましたけれども、５，０００万円ほどそれ

を改善したというところはありまして、さらに今後、令和９年１月をめどに、もう一度

値上げを、今目標にしておりまして、そこでさらに改善をしたいというふうに思ってい

ます。 

　　今画面共有させていただいていますけれども、５ページの中の他会計補助金という、

いわゆる法定外繰入金ということになりまして、その上に書いてあります他会計負担金

というのは、これは国で認められている、この部分は、足りない部分は一般会計から出

していいですよという、そういう金額になっておりまして、ですから、この（３）の他

会計補助金というここをなるべく減らしていくということで値上げを令和９年１月、今

使用料の段階でいきますと、前回のときに１２０円、立米当たり１２０円ということで

値上げをいたしまして、今度令和９年１月には、立米当たり１５０円ということでの値

上げということで今のところ考えて進めております。 

　　以上です。 
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○西山丈由委員長　ほかに。 

　　川田委員。 

○川田真也委員　よろしくお願いします。 

　　今のところに関係するかと思うんですけれども、ちょっと質問しようとしたんですけ

れども、要は使用料が原価割れしているということで、今お話伺ったんですが、令和

９年１月に１５０円にするよということで、ツーペイの使用料と単価が、原価率が同じ

になるのかなと思うんですが、これ企業と個人宅とで、一律で料金というのは違うんだ

ろうけれども、上げ率とかというのはどんな感じであれなんでしょうか。 

○西山丈由委員長　下水道課長。 

○本間健史下水道課長　使用料といたしましては、１立米から２０立米までが

２，０００円、それ以降は、プラス１立米当たりだと幾らというよう上がり方をしてい

て、それ以上、何立米以上だと幾らですよというのになるので、実際は企業と民間、一

般の家庭では差がないと。使えば使うだけ、それと当てはめた式でなっているというこ

とです。 

○西山丈由委員長　川田委員。 

○川田真也委員　分かりました。 

　　ただ、今後、使用量が多い企業の方のほうが、やはり個人の市民の方と同じだという

と、値上げしたときにあれなんですけれども、その値上げのタイミングで、例えば企業

でめちゃ出るところがあると思うんですが、例えばパチンコ屋さんだとか、下水道つな

がっていないのかな。浄化槽なのかもしれないけれども、そういう下水道を接続してい

る使用量が多い方というのは、やはり差別化というか、値上げしていかないと、結局

１５０円で１５０円だと、幾ら接続が増えても、結局同じじゃないですか。逆に工事を

進めるわけで、結局はまたマイナスになっていっちゃったりしちゃうんじゃないのかな

と思うので、値上げのタイミングでいろいろ試算をしていただいて、できるだけ健全化

に向けて頑張っていただきたいとは思うんですが、その点いかがでしょうか。 

○西山丈由委員長　下水道課長。 

○本間健史下水道課長　企業でも大口のところでいきますと、製品を作っているところは、

それ以上にまた流してくれるというところもありますので、ですから、金額でいけば、

そこそこ負担にはなっていると思います。 

　　大企業でそこをまたさらに上乗せでということになると、企業の負担というのはかな
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り大きくなるのかなというふうには考えておりまして、年度は分からないですけれども、

創味食品が接続するということになれば、１日当たり大量に排水をするということにな

りますので、そういった部分では、処理費用も当然かかるんですけれども、使用料とし

ての実入りはかなり多くなるかなとというふうには考えておりますので、いろいろ試算

をしながら使用料改定については検討していきたいと思います。 

　　以上でございます。 

○川田真也委員　ありがとうございます。 

○西山丈由委員長　ほかにございますか。 

〔発言する者なし〕 

○西山丈由委員長　質疑も尽きたようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

　　続いて、討論に入ります。 

　　討論のある方は順次発言を願います。 

〔発言する者なし〕 

○西山丈由委員長　討論はないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

　　これより採決を行います。 

　　議案第６５号　令和５年度羽生市下水道事業会計決算は、これを認定することに賛成

の委員の挙手を求めます。 

〔挙手多数〕 

○西山丈由委員長　挙手多数と認めます。 

　　よって、本案は認定すべきものと決しました。 

　　暫時休憩いたします。 

　　５０分まで休憩します。 

 

午前１０時４０分　　休　憩 

 

午前１０時５２分　　開　議 

 

○西山丈由委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第６０号　令和５年度羽生市国民健康保険特別会計歳入歳出決算、別冊１につい

てを議題といたします。 
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　　国保年金課長に説明を求めます。 

　　説明は簡潔に願います。 

　　国保年金課長。 

○加藤昌英国保年金課長　国保年金課長の加藤でございます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

　　同席職員の紹介をさせていただきます。 

　　国保係長の松本でございます。 

○松本俊一国保係長　松本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○加藤昌英国保年金課長　収納課も出席しております。 

○水谷幸治収納課長　失礼いたします。収納課長の水谷でございます。本日はどうぞよろ

しくお願いいたします。 

　　また、本日同席させていただいています職員を紹介いたします。 

　　収納係長の小島です。 

○小島史愉収納係長　小島です。よろしくお願いします。 

○水谷幸治収納課長　着座にて失礼いたします。 

○西山丈由委員長　国保年金課長。 

○加藤昌英国保年金課長　それでは着座にて説明のほうをさせていただきます。 

　　議案第６０号　令和５年度羽生市国民健康保険特別会計歳入歳出決算についてご説明

申し上げます。 

　　今画面のほう、歳入歳出決算書の３０４ページ、３０５ページのほうをお開きしてお

ります。 

　　国民健康保険特別会計全体の歳入合計は、予算現額５８億４，３０５万４，０００円

に対して、収入済額５９億３４４万４，７６２円で、調定額に対する収入割合は

９７．２％でございます。なお、不納欠損額は１，１３５万４９２円、収入未済額は

１億５，８６０万１，９４５円でございました。 

　　ページをめくらせていただきます。３０６ページ、３０７ページをご覧ください。 

　　歳出合計は、支出済額５４億１９７万６，６７１円で、執行率９２．５％でした。な

お、歳入歳出差引残額は５億１４６万８，０９１円で、うち５，０００万円を国民健康

保険基金へ繰入れいたしました。 

　　ページめくらせていただきます。３０８、３０９ページをご覧ください。 
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　　それでは、こちらの歳入歳出決算事項別明細書に基づき、歳入の主なものをご説明申

し上げます。なお、収入済額と備考欄を中心として説明をさせていただきます。 

　　まず、第１款国民健康保険税については、調定額１１億７，７５６万２，５８５円に

対し収納済額は１０億１，３９３万１，０１１円で、全体の収納率８６．１％でした。

なお、不納欠損額等の内容については収納課長から説明申し上げたいと存じます。 

○西山丈由委員長　収納課長。 

○水谷幸治収納課長　それでは、収納課所管部分につきましてご説明申し上げます。 

　　国民健康保険税の徴収に関した事項につきまして説明申し上げます。 

　　歳入歳出決算書明細書の３０８、３０９ページの第１款国民健康保険税の項、右から

３番目の不納欠損額の欄をご覧ください。 

　　令和５年度の不納欠損額は合計１，０８６万６，４０８円、２０２件となり、対前年

度比１，２３５万３，０５７円、１６２件の減でございました。この内容を申し上げま

すと、地方税法第１８条の規定に基づき、徴収権が５年経過したことによる消滅時効、

同法第１５条の７第４項の規定に基づき、執行停止が３年間継続したことによる納税義

務の消滅及び同条第５項の規定に基づき、納税義務者の死亡や無財産などで市税を徴収

することができないことが明らかになる場合の即時消滅でございます。 

　　内容といたしますと、消滅時効として１２４件、４８２万１００円。納税義務者の消

滅として、同法第１５条の７第１項第１号による無財産が２５件、８０万２，８５４円。

同法第２項による生活困窮が２４件、１６２万１，１５４円。同項第３号による居所不

明は今回ゼロ件でした。 

〔「すみません、貧困は何件でしたか、もう一回お願いします」と呼ぶ者

あり〕 

○水谷幸治収納課長　生活困窮が２４件あります。 

　　続けさせていただきます。最後に、即時消滅が２９件、３６２万２，３００円でござ

います。 

　　続きまして、不納欠損額の欄の右、収入未済額をご覧ください。 

　　現年度分及び滞納繰越分を合計して、１億５，２７６万５，１６６円、件数は

１，３８６件となり、前年度比としまして５７件、４１３万６，４６９円減となりまし

た。 

　　また、徴収済額を調定で割った国民健康保険税の全体の徴収率につきましては
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８６．１％で、前年度比と比較しまして１．０ポイント上昇しております。 

　　今後、効果的な滞納整理に努め、収入未済額の縮減と徴収率の一層の向上に努めてま

いりたいと考えております。 

　　以上で、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

○西山丈由委員長　国保年金課長。 

○加藤昌英国保年金課長　続きまして、再度国保年金課から説明申し上げます。 

　　下のほうに下がりまして、第２款国庫支出金、第１項国庫補助金、第１目災害臨時特

例補助金１９万６，０００円は、東日本大震災に伴い、特定区域から転入した被保険者

の国保税及び一部負担金の減免に対する国庫補助金です。 

　　ページめくらせていただきます。３１０、３１１ページをご覧ください。 

　　説明欄の社会保障・税番号制度システム整備補助金１４万円は、名称はシステム整備

費補助金となっておりますが、マイナ保険証の周知広報事業に対するものでして、マイ

ナ保険証の利用促進ＰＲパンフレットを被保険者証の一斉送付の際に同封しましたが、

そのパンフレットの印刷費に対する国庫補助金でございます。 

　　続きまして、説明欄、出産育児一時金補助金８万４，０００円は、これは令和５年度

限りの補助金でございます。出産育児一時金の費用に対して、１件５０万円分につき

５，０００円の補助金が国から概算で交付されたものでございます。 

　　続きまして、第３款県支出金、第１項県補助金、第１目保険給付費等交付金は収入済

額は、総額３８億８，１３３万８，６７６円でございます。 

　　内訳といたしましては、こちら備考欄をご覧いただければと存じます。普通交付金

３７億９，５２１万６７６円は、保険給付費等の支払いに対する交付金です。下の段、

特別交付金８，６１２万８，０００円は、市町村の財政状況その他特殊要因や事業に応

じた調整を行う目的で県から交付を受けたものです。 

　　続きまして、第６款繰入金、第１項他会計繰入金、第１目一般会計繰入金３億

５，７２５万５７３円は、国保財政上の制度による法定繰入金で、一般会計の第３款民

生費、第１項社会福祉費、第４目国民健康保険事業費、第２７節繰出金から支出された

ものでございます。 

　　第１節保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）１億４，６１９万５，９００円は、低所

得者に対する国保税の軽減相当額を一般会計から繰り入れるものです。 

　　第２節保険基盤安定繰入金（保険者支援分）９，２７０万５，３２７円は、保険税軽
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減となる低所得者数に応じ、平均保険税の一定割合を繰り入れるものです。 

　　続きまして、未就学児均等割保険税繰入金２０９万３，２９５円は、未就学児に係る

保険税の軽減分を繰り入れるものです。 

　　３１２、３１３ページをご覧ください。 

　　第５節出産育児一時金等繰入金５９５万９，３６６円は、出産育児一時金に対する繰

入れでございます。 

　　第６節財政安定化支援事業繰入金２，５２２万７，５３１円は、国保財政の健全化及

び保険税負担の平準化のため繰入れで、基準額が県から示されます。 

　　第８節産前産後保険税繰入金７万６，１５４円は、令和５年度からの新規項目となり

ます。令和５年１２月議会で国保税条例を改正した、出産した被保険者の保険税を４か

月または６か月免除するに当たり、免除相当額を一般会計から繰り入れるものです。 

　　第２項基金繰入金、第１目国民健康保険基金繰入金１億８，０００万円は、羽生市国

民健康保険基金を取り崩して繰入れしたものです。 

　　第７款繰越金、前年度繰越金は４億４，７６５万４，９６８円でした。 

　　第８款諸収入、第１項延滞金、加算金及び過料、第１目延滞金、一般被保険者延滞金

６８１万２，７１１円は、国保税の納付が遅れたことによる延滞金です。 

　　ページめくらせていただきます。３１４、３１５ページをご覧ください。 

　　第４項雑入、第１目一般被保険者第三者納付金１，１７６万４，８７７円は、交通事

故など第三者行為を原因とするけがの治療費等に対し、加害者から損害賠償で支払われ

たものです。前年度と比較して大きく増えておりますが、こちら８００万円を超える案

件が１件ありまして、そのため大きく増えたものでございます。 

　　第３目一般被保険者返納金３８４万３円は、資格喪失に伴う無資格者受診や、負担割

合の変更等による返納金です。こちら前年度と比較して逆に減っておりますが、令和

４年度に労災認定された案件１件が４３５万と大きく、その影響で差額が出てございま

す。 

　　第５目雑入４２万９，０６０円は、資格喪失に伴う出産育児一時金の返還金と特定健

康診査の重複受診による返還金でございます。 

　　以上、歳入の主な説明です。 

　　続きまして、歳出のほうについて申し上げます。 

　　３１６、３１７ページをご覧ください。 
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　　第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費より説明申し上げます。 

　　まず、備考欄の一般管理事業１，８９８万４，０３４円は、国民健康保険に関する事

務の主な諸経費です。 

　　主なものといたしましては、１２節委託料のうち電算処理委託料９９７万３４８円は、

国民健康保険事務に関する共同電算処理等に係る委託料です。こちら令和４年度と比較

して３００万円の増となっておりますが、こちら昨年１２月に補正予算対応を行いまし

た臨時の電算システム改修によるもので、こちらも産前産後保険税免除対応のためのも

のでございます。 

　　ページめくらせていただきます。３１８、３１９ページをご覧ください。 

　　第２項徴税費、第１目賦課徴収費の賦課事業４４１万６，８９２円は、国保税の算定、

納税通知書の作成、発送を行う事務経費です。 

　　続きまして、徴収事業３１３万１，２３９円は、国保税の徴収に係る経費で、督促状

や催告書の発送や、収納消し込みの委託料等になってございます。 

　　ページめくらせていただきます。３２０、３２１ページをご覧ください。 

　　第３項運営協議会費、運営協議会事業１３万７，６２８円は、羽生市国民健康保険運

営協議会の運営経費です。 

　　続きまして、第２款保険給付費、第１項療養諸費、第１目一般被保険者療養給付費保

険者負担金３２億６，２６２万８，１９６円は、一般被保険者分の医療費でございます。 

　　第３目一般被保険者療養費保険者負担金２，０４９万５，７０３円は、柔道整復及び

コルセット等に対する給付費です。 

　　第５目審査支払手数料、診療報酬審査支払手数料７９７万５，９８２円は、国保連合

会へ委託しているレセプト審査手数料です。 

　　第２項高額療養費、第１目一般被保険者高額療養費保険者負担金４億８，４１７万

６，３８３円は、被保険者が同じ月に限度額を超えて一部負担金を支払った場合にその

超えた額を保険者が負担するものです。 

　　ページめくらせていただきます。３２２、３２３ページをご覧ください。 

　　第３目一般被保険者高額介護合算療養費保険者負担金５７万２，６９４円は、国民健

康保険分と介護保険分の両方の自己負担額を合算し、１年間の限度額を超えた場合に、

その超えた額を保険者が負担し後日払い戻すものでございます。 

　　第４項出産育児諸費、第１目出産育児一時金８９３万９，０４９円は、被保険者の出
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産１８件に対する一時金です。 

　　第５項葬祭諸費、第１目葬祭費５１０万円は、１件５万円の葬祭費の１０２件分の支

出でございます。 

　　ページめくらせていただきます。３２４、３２５ページをご覧ください。 

　　第６項傷病手当諸費、第１目傷病手当金６万７，８４０円は、新型コロナウイルス感

染症に感染するなどした国民健康保険に加入している被用者に対して、一定の条件を満

たした場合に傷病手当金を支給するものです。令和５年５月８日から、新型コロナウイ

ルス感染症が５類感染症に移行したため、それ以前に感染した方の申請遅れといいます

か、そちらの分になります。 

　　続きまして、第３款国民健康保険事業費納付金、中段中央の、今支出済額のところに

ポインターを合わせております。全体では１４億２，１８９万５，８１１円でございま

す。埼玉県の指示額を納付金として支出したものです。内訳といたしましては、医療給

付費分９億３，３７９万５，７３９円、後期高齢者支援分３億６，８７９万

７，７９８円、そして介護納付分１億１，９３０万２，２７４円となっております。 

　　ページめくらせていただきます。３２６、３２７ページご覧ください。 

　　第５款保健事業費、第１項保健事業費、第１目保健衛生普及費、備考欄、保健衛生普

及事業費１，４４９万７，２４０円につきまして、主なものといたしましては、１１節

役務費、郵便料２１０万９，３３６円は、年６回の医療費通知及び年４回のジェネリッ

ク医薬品の差額通知の費用です。 

　　１２節委託料、健康づくり事業委託料７６万８，０００円は、羽生市健康運動普及推

進協議会へ健康運動事業を委託したものです。 

　　第１８節負担金補助及び交付金のうち、糖尿病性腎症重症化予防対策事業負担金

１５２万２，９２４円は、本事業の事業主体である国保連合会に支払った負担金でござ

います。 

　　続きまして、交付金、人間ドック等助成金９８７万４，５００円は、人間ドック及び

脳ドックの受診に対し１件当たり上限２万円を助成したもので、合計４９４人の利用が

ありました。 

　　第２項特定健康診査等事業費、第１目特定健康診査等事業費３，４３３万

５，８１５円は、特定健康診査及び特定保健指導等に要した経費です。主なものといた

しましては、１０節需用費のうち印刷製本費１０８万８，２３０円は、特定健康診査受
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診に関しての記念品等の消耗品費及び特定健康診査パンフレット等の印刷製本費です。 

　　１１節役務費、郵便料１６５万８，６８９円は、特定健康診査の受診券及び受診勧奨

通知等発送のための郵便料です。 

　　ページめくらせていただきます。３２８、３２９ページをご覧ください。 

　　委託料のうち、特定健康診査等委託料は３，０７２万６，５６４円は、特定健康診査

及び特定保健指導に係る業務委託料です。 

　　第８款諸支出金、第１項償還金及び還付加算金のうち、第１目一般被保険者保険税還

付金３３９万５，１００円は、保険税の過誤納還付金です。 

　　ページめくらせていただきます。３３０、３３１ページをご覧ください。 

　　第５目償還金４，６７７万６，００９円は過年度の普通交付金等の精算に伴う償還金

でございます。 

　　以上で、説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

○西山丈由委員長　ただいまの課長説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　３２７ページの下のほうに、先ほど説明があった特定健康診査等事業、

こちらが令和５年度は３２．８％の受診率だったと。その前の令和２年度の決算のとき

は３４．７％と、受診率が下がっているということで、どうして下がったとか、そうい

った分析というのはされているのかお伺いいたします。 

○西山丈由委員長　国保年金課長。 

○加藤昌英国保年金課長　おっしゃるとおり、残念ながら令和４年度から令和５年度に対

して受診率が下がってしまったというところで、非常に心苦しいところではあります。

取組としては、受診期間の延長でありますとか、そういったことを行なっておった、今

まで７か月間だったところを２月末までということで２か月間延長するということで受

診機会の拡大も図ったところだったんですが、残念ながらこちらも上がらずということ

でして、分析といたしましては、例年１２月末に、やはり最後ということで駆け込みの

受診も非常に多うございまして、そちらの方たちが、もしかすると、私たちの周知不足

もあり、もう終わってしまったということで受診されなかったのではないかなというふ

うに考えております。また、被保険者全体も減少しておりまして、特に気を遣って受診

していただいている高齢の方たちが今、後期高齢者のほうに移りつつというか、ほぼほ
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ぼ移りつつありますので、そちらの方たちが抜けていったためではないかなというふう

に考えております。 

　　いずれにいたしましても、年齢層の若い方たちに受診いただけるような取組を今後も

続けていきたいと考えております。 

　　以上でございます。 

○西山丈由委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　生活習慣病の予防ということなんですけれども、実際羽生市における生

活習慣病によってどれぐらいの医療費の割合になっているのか。そういったことという

のはどう認識しているのかお伺いいたします。 

○西山丈由委員長　国保年金課長。 

○加藤昌英国保年金課長　羽生市の医療費の中で、やはり医療費が高い疾患の中、順位も

ありまして、やはり糖尿病のものが非常に高いような状態でありまして、順位が、令和

５年度の医療費分析で１位、糖尿病、２位、統合失調症、３位が慢性腎臓病、透析をし

ている方、４位が関節疾患、５位、高血圧症というところで、糖尿病が一番取り組まね

ばならない医療費が高いものという形で認識しております。 

　　今のところ、羽生市としては、糖尿病性腎症重症化予防事業という長い名前の事業を

国保連合会と連携してやっているところなんですが、こちらもなかなか、最終的には保

健指導を行なっていく取組なので、なかなか医療費のほうにすぐ反映したものが見極め

にくいところでありますので、丁寧に取り組んでいくしかないのかなというふうに考え

ているところです。 

　　以上でございます。 

○西山丈由委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　今後、その辺を抑制していくというので、どういう取組をしていくとか、

何か考えていることというのはあるんでしょうか。 

○西山丈由委員長　国保年金課長。 

○加藤昌英国保年金課長　医療費適正化の取組になってくるんですが、今、羽生市として

取り組んでいるのは、重複多剤の取組を力を入れていきたいというふうに考えておりま

す。同じような薬が複数の医療機関から処方されている方、例えば湿布が、この医療機

関からも、この医療機関からも２つかかっている医療機関から出ているとか、そうした

ときに、ちょっと多過ぎじゃないですかとか、実はそれぞれの、例えば肘と膝とかで
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別々で出ている場合もあるんですが、よくよくお話を伺ってみると、ちょっといろんな

考え方もあって、とにかくたくさん欲しいみたいな考え方で受診されてしまう方もやっ

ぱりいらっしゃるので、そういったところに、ちょっと必要な部分だけにしましょうと

か、逆に余ってしまっても無駄になってしまうといいますか、なので直接の問いかけを

通知によって行なっていきたいと思っております。 

　　以上でございます。 

○柳沢　暁委員　分かりました。 

○西山丈由委員長　ほかに質疑は。 

　　昆委員。 

○昆　佳子委員　３２３ページの出産育児一時金支給事業の件ですけれども、当初

１，５００万円見込んでいたかと思うんですが、今回８９３万円の支給、交付というこ

とでなってしまったんですが、やはり出産が少なくなってきているという現状でしょう

か。 

○西山丈由委員長　国保年金課長。 

○加藤昌英国保年金課長　委員さんおっしゃるとおりで、人口減少の兼ね合いではあるん

ですが、出産そのものが市全体として減っているところ、なお国保の方たちもそれに付

随して出産が減っていると、そういう流れになってございます。 

○西山丈由委員長　昆委員。 

○昆　佳子委員　令和５年度は１８件だったんですけれども、令和４年度、令和３年度と

いうのは何件だったか教えていただけますか。 

○西山丈由委員長　国保年金課長。 

○加藤昌英国保年金課長　申し上げます。令和４年度は２４件、その前の令和３年度もや

はり２４件、その前が令和２年度２６件という、そういう形なんですけれども、もうこ

こ近年、３０件を切っておりまして、私の手元にある資料で一番多かったのが平成

２６年の５０件。私の手持ちの資料で分かる範囲では徐々に減ってきております。繰り

返しになってしまうんですが、まず人口減少、それから少子高齢化、その２つの要因で

出産は減っているところではございます。 

　　以上です。 

○昆　佳子委員　ありがとうございました。 

○西山丈由委員長　ほかに質疑はございませんか。 
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　　中島委員。 

○中島直樹委員　ちょっと教えてください。 

　　さっき柳沢委員の質疑に対して、一番上が糖尿病で、次が統合失調症とかというのが

ありましたけれども、統合失調症の人がどんな診療を受けるんですか。どんな診療を受

けるというか、統合失調症というのもすごく幅があると思うんですけれども、どんな様

子なんでしょうか。 

○西山丈由委員長　健康福祉部長。 

○塚本　恵健康福祉部長　統合失調症に関しましては、やはり医療費を上げている理由と

いたしましては、入院治療を長期にわたってしている方が多いという現状がございます。 

　　これに関しましては、羽生市だけではなくて、全国的にその傾向がございまして、以

前よりは医療機関のほうで、なるだけ早い社会復帰を図れるようにという働きかけがさ

れている状況ではございますが、やはりどうしても高齢の統合失調症の患者さんに関し

ましては、長期療養をされている方が多いという現状にございます。 

　　以上です。 

○西山丈由委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　ちょっと教えてくださいね。１０年ぐらい前までは、羽生市内で訪問看

護、介護じゃなくて看護の事業所というと羽生総合病院しかなかったんですよ。羽生総

合病院しかなくて、ここのところ全国的に訪問介護じゃなくて訪問看護という、言わば

表現として、企業であっても今できるから、ビジネスモデルができた中で、その中で統

合失調症、精神疾患の人に特化した訪問看護事業所というのが、全国的に爆発的に増え

ている。この人が統合失調症で通院を受けながらあるいは統合失調症で施設に通いなが

ら訪問看護を受ける。この訪問看護の看護のサービスの部分というのは、国保だったら

国保の何かを払われるんですかね。 

○西山丈由委員長　国保年金課長。 

○加藤昌英国保年金課長　おっしゃるとおりです。医療分として国保の被保険者には国保

のほうから給付がなされます。 

○西山丈由委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　決算からずれちゃうかもしれないですけれども、近年、先ほども申し上

げたとおり、市内あるいは恐らく加須も、行田は把握しているんですけれども、加須も

そう、全国的に近隣もそうだと思うんですけれども、この訪問看護、精神疾患に関した
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統合失調症の事業所がすごく増えた中で、本当にそれでありなのかというような事業所

が、医療サービスとして、例えば散歩に行くとか、一緒に掃除をするとか、部屋の掃除

をするとか、あと３０分ないし話し相手になる。表現に気をつけきなゃいけないけれど

も、すごくその様子を目の当たりにすると、疑義がある。こういうところでやっぱり保

険が使われているということで、国保の支出が増えてくるというところで、行政として

は今どうしようもないんですかね。 

○西山丈由委員長　健康福祉部長。 

○塚本　恵健康福祉部長　今、中島委員さんからお話をいただきました統合失調症の方の

訪問看護として、やはり散歩の付添いや話を聞くという傾聴というのも、やはりこれは

医療行為に当たる部分でございまして、やはりなかなか外出を１人ではできない方のそ

ういった援助というところになりますので、一概にそれが不正の看護の請求というとこ

ろには当たらない可能性もございます。 

　　しかしながら、やはりこれだけ件数が増えておりますと、そういった不正に請求して

不正に事業をするという方も出てくる可能性というのはございますので、その辺は市の

ほうでも、国保のほうでも、やはり適正に支給できているかというところは今後も気を

つけて見ていかなくてはいけないと考えております。 

　　以上です。 

○西山丈由委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　一概にそれが不正というか、過剰とも言えないし、かといって、私の知

る限り、やっぱり必要ないだろうという方も、医者の診断を受けているであろう、明ら

かにという件数がやっぱり頭の中にぽっと浮かぶだけでも相当数あるんですよね。 

　　なので、その辺は福祉課のほうなんかで相談員がという方もいらっしゃるでしょうか

ら、ぜひその辺は今後の医療費、国保に関してですけれども、国保だけじゃないんだけ

れども、医療費抑制のために、ぜひいろんな相談員のいる事業所とか委託しているとこ

ろがあるじゃないですか、市の福祉課なんかもしっかりと情報交換しながら、そういっ

た部分の医療費抑制に努めないと、このままほうっておくととんでもないことになるん

じゃないかなと思うぐらいの状況だというふうに理解しているので、その辺はいかがで

しょうか。 

○西山丈由委員長　国保年金課長。 

○加藤昌英国保年金課長　当課の事業の中でレセプト点検というのをやっていまして、実
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際に医療行為が行われて、さて、じゃどういうふうなものが行われたのかというのも、

点検員の方を委託しているんですけれども、そちらにおかしいものというのはあれです

けれども、適正な請求ではないのではないかというものが、請求を受けて国保連合会の

ほうで支給のほうを行なっていただいている。そちらのほうにこの点検結果を戻して、

それで再度点検ということであれば、それは違法というか、適切じゃなかったという言

い方がよろしいですかね。でなければ、それは返戻という形で、医療費の返還もありま

すけれども、そういった取組を進めてまいりたいと存じます。 

　　以上でございます。 

○西山丈由委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　なかなか身体的、例えば内部疾患と違って、やっぱり精神疾患は見える

ようで見えないもので、本人の気持ちだったりとか、気持ちと意識も一緒か、あとなか

なか統合失調症の人なんかだと、少し前、部長と話ししたのかな。割と統合失調症とい

うふうに診断を受けて、なかなか診断を受けてから、そのとき診断を受けたけれども、

加齢するに当たって、その症状が和らいでいく人もいるんでしょうけれども、多くの人

はそこに知的障害が伴ったりなんかすると、そういった状況が重くなってくる傾向があ

ると思うんですけれども、なかなか難しいのは、レセプト点検などもいろいろ問題があ

るは分かるんですが、そういった実情があるということをぜひ理解していただいて、そ

ういった医療費抑制に努めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○西山丈由委員長　ほかに質疑はございませんか。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　先ほど説明でも不納欠損とか滞納とか、そういう話がありました。その

中で、滞納して不納欠損ではなく、減免とかそういった方向につなげられないのかとい

うこと、それはどうなんでしょうか。 

○西山丈由委員長　国保年金課長。 

○加藤昌英国保年金課長　減免に関しても、やはり多くは滞納が始まってからの相談にな

ってしまうのが実際です。なので、滞納になっていく中で、ご本人様が今どういった生

活状況にあるとか、ちょっともうこのままでは納付はもう難しいとか、そういったご相

談も既にさせていただいていまして、また条件などで、これは減免するような条件には

当てはまる場合などは、もうこちらのほうから、今の状況では減免に該当しますよとか、

例えば火災とか、そういったものも含めてですけれども、状況が明らかなものとかは、
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もちろん申請主義にはなっているんですけれども、それだと当然市民の方は分からない

ので、この申請をいただければ減免になりますので、これとこれを用意してくださいと

いうふうにお伝えします。どうしますかという言い方だと、本当になかなか進まないで

すよね。選択肢をお知らせするのではなくて、もう申請してくださいというふうにお伝

えするようにしています。 

　　そうでないと、中にはやはり、皆さん課税されているんで、納めないといけないとい

うか、義務なんだから納めないといけないだろうととても真面目な方もいらっしゃいま

す。だから、これは申請しないで私は頑張るというふうにおっしゃる方もいる、ほぼい

ないんですけれども、中にはやっぱりいる。スタートラインのところで減免のことをお

伝えしても渋る方もやっぱりいらっしゃるんですけれども、いやいや減免できるものな

んですから、大手を振って申請していただいていいんですということでお伝えして、た

だ書類とかは整わないとまずいので、それは整えてもらいますけれども、それで間違い

なく漏れないように、親身になって寄り添ってやらせていただいているつもりではござ

います。 

　　以上でございます。 

○西山丈由委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　減免という割には結構金額も多かったり、件数も不納欠損とかになって

くるのは多いと感じるんですけれども、その辺というのはどうなんですか、その状況と

しては。 

○西山丈由委員長　国保年金課長。 

○加藤昌英国保年金課長　相談の中で、まず減免でスタートできる方たちは課税のほうで、

例えば１０万円となっているのが減免して８万円になりますとか、そういう形になって、

まずそこまでやってみて、それでもなおちょっと難しいということであれば、収納課の

ほうで相談させていただいて、ちょっとこれは欠損で落としていこうとか、そういった

相談はさせていただいているところでございます。よろしいですか。 

　　賦課担当である私のほうからは、今そのような対応でございます。 

○西山丈由委員長　収納課長。 

○水谷幸治収納課長　収納課からのご説明をさせていただきます。 

　　今、柳沢委員のほうから不納欠損の関係の数字のことをお問合せいただいたんですが、

ここ１０年の中で、収納率が年々上がっておりまして、３．３ポイント上がっているん
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ですが、その反面、不納欠損のほうも精査させていただきまして、加藤課長から減免の

話があったんですけれども、減免の場合には、納期減の関係がありまして、過去のもの

に対しましては、私どものほうで財産調査をさせていただきまして、納付資力がないと

思われる方に関しましては、先ほど申しました生活困窮という該当をさせていただきま

して、３年停止という形のほうを取らせていただくような状況でございます。 

　　また、この１０年間の中で不納欠損の金額というのも年々落ちております。こちらの

ほうは、やはり精査させていただいておりまして、そういったものが落とすべきものが

だんだんと落ち着いてきたのかなというところで私どもは考えております。 

　　以上です。 

○西山丈由委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　今、実際滞納されている方の件数とか金額とかはどれぐらい現状あるの

か、割合がどれぐらいなのか、その滞納の割合、それについてお伺いします。 

○西山丈由委員長　収納課長。 

○水谷幸治収納課長　先ほど滞納繰越のほうでご説明させていただいたんですが、今年度、

令和６年度に持ち越した滞納繰越分としましては、１億５，２７６万とご説明しました

が、件数にしまして１，３８６件、１，３８６世帯というんでしょうか、のものを繰越

しさせていただいております。 

　　こちらのほうに関しましては、年々少しずつですが、微減という形になっているんで

すけれども、不納欠損に関しましては、昨年度は３６４件の不納欠損、金額にしまして

２，３００万円になるんですが、今年度におきましては、２０２件という形で、少しず

つですが、少しといっても１６２件なんですけれども、こちらのほうを、私どものほう

の分析としましては、精査した上で、少しずつですが、納付できない人たちも減ってき

ているのかなというふうに考えております。それは収納率のほうの向上もあるので、そ

の辺は収納課としては、ちゃんと納付すべき人には納付していただく、納付できない方

に関しては、私どものほうから強制的な停止を心がけているというように考えておりま

す。 

　　以上です。 

○西山丈由委員長　ほかにはございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○西山丈由委員長　質疑も尽きたようですので、これをもって質疑を終結いたします。 
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　　続いて、討論に入ります。 

　　討論のある方は順次発言を願います。 

　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　議案第６０号　令和５年度羽生市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について、反対の立場から討論いたします。 

　　羽生市の令和５年度決算付属資料によると、国保税の滞納繰越分の徴収状況は、収入

未済額は９，８８４万５，７２２円、収入未済件数は６８８件です。国保税が高くて、

支払えない状況がここに現れていると思っております。 

　　法定外繰入れを行うなど、国保税を引き下げる対策を実施して、支払える金額にして

いくべきだと考えます。 

　　以上反対といたします。 

○西山丈由委員長　ほかに討論はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○西山丈由委員長　討論も尽きたようですので、これをもって討論を終結いたします。 

　　これより採決を行います。 

　　議案第６０号　令和５年度羽生市国民健康保険特別会計歳入歳出決算は、これを認定

することに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔挙手多数〕 

○西山丈由委員長　挙手多数と認めます。 

　　よって、本案は認定すべきものと決しました。 

　　暫時休憩いたします。 

 

午前１１時３４分　　休　憩 

 

午前１１時３７分　　開　議 

 

○西山丈由委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第６３号　令和５年度羽生市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、別冊１につ

いてを議題といたします。 

　　国保年金課長に説明を求めます。 
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　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　国保年金課長。 

○加藤昌英国保年金課長　引き続きよろしくお願いします。国保年金課の加藤でございま

す。 

　　同席する職員を紹介させていただきます。 

　　後期高齢年金係長の山畑でございます。 

○山畑佳菜後期高齢年金係長　後期高齢年金係長の山畑と申します。よろしくお願いいた

します。 

○加藤昌英国保年金課長　では着座にて説明をさせていただきます。 

　　今、画面のほう、決算書の３７３、３７４ページをお開きしております。 

　　議案第６３号　令和５年度羽生市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について説明

申し上げます。 

　　上段の歳入のところから申し上げます。 

　　予算現額１３億５，６３９万６，０００円に対し、収入済額１３億４，４５８万

７，３６５円です。調定額に対する収入済割合は９９．７％、不納欠損額は４７万

１，５００円、収入未済額は３９５万４，２００円です。 

　　下段、歳出の歳出合計をご覧ください。 

　　支出済額１３億２，７３２万６，３０１円で執行率は９７．９％でした。歳入歳出差

引残額は１，７２６万１，０６４円です。 

　　令和４年度決算における歳入歳出差引残額６，１４７万２，６４７円と比較して、

４，４００万円の減となっております。こちら、極端に歳出が多かったですとか収入が

少なかったというものではなく、令和５年度の予算を組む段階で、令和４年度の決算に

よる繰越金が６，０００万円あるということで、一般会計の繰入金のうち、繰入金を計

上せず繰越金を原資として賄ったことによるものでございます。 

　　ページめくらせていただきます。３７５、３７６をご覧ください。 

　　事項別明細書に基づき、歳入から主なものを説明させていただきます。 

　　まず、第１款後期高齢者医療保険料については、調定額５億５，９４３万

７，１００円に対し、収入済額は５億５，５０１万１，４００円で、全体収納率は

９９．２％でございます。 

　　続きまして、第３款繰入金、第１項一般会計繰入金、第１目後期高齢者医療費繰入金
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５億１，３２２万８，８９８円は、埼玉県後期高齢者医療広域連合の試算に基づき、後

期高齢者の総医療費から自己負担分を控除した額の約１２分の１を市が負担するもので

す。 

　　第２目保険基盤安定繰入金１億４，５６０万９，２１３円は、低所得者等の保険料軽

減分に対する繰入金です。 

　　第４款諸収入、第２項償還金及び還付加算金、保険料還付金５３万１，８００円は、

過年度分の所得の更正、死亡などの資格消失が生じた場合の還付金及び還付加算金でご

ざいます。 

　　第３項広域連合委託金、健康診査委託金２，９１３万３，７０４円は、広域連合から

市に委託された健康診査に係る経費の収入分です。 

　　ページめくらせていただきます。３７７、３７８ページをご覧ください。 

　　備考欄の第４項広域連合補助金、後期高齢者保健事業等補助金３９９万８，８６８円

は、健康診査結果の医師からの保健指導実施費用に対する補助金等です。 

　　第５項雑入、医療給付に要する経費還付金３，５５８万３，２３５円は、令和４年度

分の後期高齢者医療費の市負担分の精算により、広域連合から還付されたものです。 

　　第５款繰越金６，１４７万２，６４７円は、前年度からの繰越金です。 

　　続いて、歳出についてご説明申し上げます。 

　　ページめくらせていただきます。３７９、３８０ページをご覧ください。 

　　第１款総務費、第１項総務管理費、第１目総務管理費よりご説明申し上げます。 

　　まず、備考欄の総務一般経費４２２万２，８３５円は、後期高齢者医療保険に関する

事務の諸経費です。主なものといたしましては第１１節役務費、郵便料３４１万

８８２円は、保険証発送等の郵便料です。前年度と比較しまして、２３９万円減額して

おりますが、令和４年度は被保険者の窓口負担割合の２割負担制度、こちらが始まった

ことにより、７月と９月の２回、保険証を発送しておりまして、その分高かったもので

ございます。 

　　続きまして、第１３節使用料及び賃借料、電算処理システム使用料７２万

６，０００円は、総合行政システムの使用料です。こちらも前年度と比較して１５万

９，３１０円の増ですが、こちらの要因は使用料の月額単価が４万７，２２４円から

６万５００円に約１万３，０００円増額となったことによるものです。 

　　続きまして、第２項徴収費、備考欄、保険料徴収事業２６３万５，４９３円は保険料
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の賦課徴収のための事務経費です。 

　　続きまして、第２款後期高齢者医療広域連合納付金、備考欄、保険料納付事業、第

１８節保険料納付金６億９，９４７万３，１６３円は、被保険者に納めていただいた保

険料と、保険基盤安定繰入金を原資として、埼玉県後期高齢者医療広域連合に納付した

ものです。 

　　備考欄、広域連合運営事業、１８節負担金補助及び交付金５億４，６８２万

６，４５６円の内訳でございます。 

　　次のページをめくらせていただきます。 

　　一番上になります、後期高齢者医療費負担金５億２，５７１万２，８６８円は、総医

療費に対する当市の負担金です。 

　　広域連合事務費負担金２，１１１万３，５８８円は、広域連合の運営に係る事務費に

対する市の負担金です。こちらも前年度と比較して７６９万円の増額となりますが、こ

の要因は、後期広域連合の標準システムの更改に係るシステム改修費用や機器更新費用

の増、それから被保険者の増による通知書作成及び郵送料の増によるものと広域連合か

ら伺っております。 

　　続きまして、第３款保健事業費でございます。備考欄、後期高齢者保健事業

３，８０５万４５４円は、健康診査及び人間ドック等助成に係る経費及び事務経費です。

主なものといたしましては、第１２節委託料、健康診査等委託料３，４６５万

６，７１４円は、健康診査等に係る委託料で、３，０１４人が受診いたしました。 

　　第１８節負担金補助及び交付金、人間ドック等助成金２７２万円は、１３６人に対し

人間ドックまたは脳ドックのいずれかの受診につき、２万円を上限に助成したものでご

ざいます。 

　　第４款諸支出金、第１項償還金、還付金及び還付加算金、備考欄の保険料還付金及び

還付加算金の還付金５３万４，９００円は、死亡等資格喪失に伴う保険料の還付金でご

ざいます。 

　　第２目繰出金、備考欄、一般会計繰出金３，５５８万３，０００円は、歳入のところ

でご説明申し上げました医療給付に要する経費還付金について一般会計へ繰り出したも

のでございます。 

　　以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○西山丈由委員長　ただいまの課長説明に対し、質疑を求めます。 
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　　質疑のある方は順次発言を願います。 

〔発言する者なし〕 

○西山丈由委員長　質疑はないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

　　続いて、討論に入ります。 

　　討論のある方は順次発言を願います。 

〔発言する者なし〕 

○西山丈由委員長　討論もないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

　　これより採決を行います。 

　　議案第６３号　令和５年度羽生市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算は、これを認

定することに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔挙手多数〕 

○西山丈由委員長　挙手多数と認めます。 

　　よって、本案は認定すべきものと決しました。 

　　暫時休憩いたします。 

 

午前１１時４６分　　休　憩 

 

午前１１時４９分　　開　議 

 

○西山丈由委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第６２号　令和５年度羽生市介護保険特別会計歳入歳出決算、別冊１についてを

議題といたします。 

　　高齢介護課長に説明を求めます。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　高齢介護課長、本間でございます。よろしくお願いいたします。 

　　同席をさせていただく職員を紹介させていただきます。 

　　介護保険係長の小野塚です。 

○小野塚　祐介護保険係長　介護保険係長の小野塚と申します。よろしくお願いします。 

○水谷幸治収納課長　収納課の水谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○本間陽子高齢介護課長　着座にて失礼いたします。 

　　議案第６２号　令和５年度羽生市介護保険特別会計歳入歳出決算についてご説明いた

します。 

　　まず、決算書の３４０、３４１ページをお開きしております。 

　　歳入は予算現額５３億８，９８２万６，０００円に対し、収入済額５５億７９５万

９，９５２円でした。 

　　続きまして、３４２、３４３ページをお開きいたします。 

　　歳出ですが、予算現額５３億８，９８２万６，０００円に対し、支出済額は５３億

６，４４１万１，５１７円で、執行率は９９．５％でした。一番下にございます歳入歳

出差引き残額は１億４，３５４万８，４３５円でした。 

　　それでは、歳入よりご説明いたします。 

　　３４４、３４５ページをお開きしています。 

　　第１款介護保険料、第１号被保険者保険料は６５歳以上の第１号被保険者の方に納め

ていただく保険料です。調定額１１億６，５６１万６９０円に対して、収入済額１１億

４，５９９万８，７９５円で、現年分に滞納繰越分を含む徴収率は９８．３％でした。

不納欠損額４０４万４，９００円は、収納課と連携し徴収に努めておりましたが、２年

の時効等により３６３件分、不納欠損処理をいたしました。 

　　また、収入未済額１，５５６万６，９９５円は、現年度分が２０２件、過年度分が

１８６件の収入未済分です。 

　　第２款国庫支出金１１億４，８９６万１，７６１円は、国からの負担金及び補助金と

なっております。 

　　第１項の国庫負担金は介護給付費に対する負担金で、第２項の国庫補助金は調整交付

金と地域支援事業費に対する交付金です。 

　　続きまして、３４６、３４７ページをお開きしておりまして、一番上の第３款支払基

金交付金１３億５，９００万９，７６４円は、第２号被保険者の法定負担分で、社会保

険診療報酬支払基金を通して、市へ交付されるものです。 

　　続きまして、その下の第４款県支出金８億２，４９２万９，６１６円は、介護給付費

及び地域支援事業費分に対する県の法定負担分です。 

　　次に、３４６ページの一番下にございます第６款繰入金について申し上げます。 

　　第１項一般会計繰入金７億７，６０２万８，０００円は、一般会計から繰り入れられ



－43－

たもので、市の法定負担分です。 

　　続きまして、３４８、３４９ページをお開きしております。 

　　真ん中ほどにございます第２項基金繰入金６，２８４万３，０００円は、介護給付費

準備基金を取り崩し、繰り入れたものです。 

　　次に、その下の第７款繰越金１億８，９４６万２，６３９円は、前年度からの繰越し

です。 

　　以上で歳入の説明を終わりとします。 

　　続きまして、歳出に移らせていただきます。 

　　３５２、３５３ページをお開きしています。 

　　第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費は、介護保険の制度運営に係る

経費です。 

　　主なものですが、右側の備考欄の真ん中ほどにございます第１２節委託料のうち、介

護保険事業計画策定委託料３８５万円は令和６年度から令和８年度までが計画期間の介

護保険事業計画を策定した際の委託料です。 

　　また、その下にございます介護保険システム改修委託料２６４万円ですが、今年４月

施行の介護保険制度改正に対応するため、システム改修業務を委託したものでございま

す。 

　　続きまして、第２項徴収費は介護保険料の賦課徴収に係る事務的経費です。 

　　続きまして、３５４、３５５ページを開きます。 

　　第３項は介護認定審査に係る経費となっております。第１目介護認定審査会費のうち、

備考欄の介護認定審査会事業の主なものですが、第１節報酬、認定審査会委員報酬

４５２万４，０００円は、介護認定審査会委員に対する報酬で、合計７５回の審査会を

開催したものです。 

　　その下にまいります。介護認定調査事業のうち、第１１節役務費の医師意見書手数料

１，０９２万１，９００円は、介護認定申請に係る主治医の意見書、合計２，３１５件

の作成手数料です。 

　　次のページに移ります。３５６、３５７ページをお開きしています。 

　　第２款保険給付費のうち、主なものについて申し上げます。 

　　第１項介護サービス等諸費、第１目介護サービス等給付費、こちら右の備考欄を見て

いただきますと、介護サービス等給付費４６億６７６万５，６７９円、こちらは要介護
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認定を受けた方が利用した介護サービスに対する給付額になっております。負担金のう

ちの主なものですが、明細の上から４つ目の施設介護サービス給付費１９億

９，５０７万３０９円は特別養護老人ホームや老人保健施設などの入所者、延べ

７，０４８件の給付費です。 

　　次に、第２項、第１目介護予防サービス等諸費５，７２８万４，２４７円は要支援の

認定を受けた方が利用した介護予防サービスへの給付費です。主なものですが、明細の

１つ目、介護予防サービス給付費３，２０６万４，６２２円は、通所リハビリや短期入

所生活介護など、延べ２，６３６件分の給付費です。 

　　続きまして、３５８、３５９ページをお開きしています。 

　　第３項高額介護サービス等費１億２，６９４万８，５９２円は、介護サービスを利用

した際の自己負担額が、所得に応じた上限額を超えた場合、超えた分について給付され

る給付額で、延べ９，９９２件の給付費になります。 

　　続きまして、その下の第４項高額医療合算介護サービス等費１，３７０万

８，０９１円は、医療保険と介護保険の双方の利用者負担額を年間で合算し、自己負担

額が一定額を超えたとき支給されるもので、延べ５３８件分の給付額となっております。 

　　その下の第５項特定入所者介護サービス等費１億５，２３６万３，７０９円は、特別

養護老人ホームや老人保健施設への入所、またはショートステイ利用に際しまして、所

得の低い方の負担軽減を図るための食費や居住費に対する給付で、延べ９，３２７件支

給いたしました。 

　　次に、下のほうにございます第６項審査支払手数料２６３万５，５２０円は、埼玉県

国民健康保険団体連合会に委託している介護報酬の審査支払いのための手数料６万

５，８８８件分となっております。 

　　続きまして、３６０、３６１ページをお開きしています。 

　　第５款の地域支援事業費ですが、本事業は高齢者が要介護状態にならないように、ま

た要介護状態になっても住み慣れた地域で生活ができるように支援するための経費です。 

　　１つ目の第１項介護予防・生活支援サービス事業費のうち、第１目サービス事業費

１億５４２万７，１１５円は、対象となる要支援等の方の訪問介護サービス、通所介護

サービス等介護予防のサービスに係る負担金です。訪問型サービスが８９６件、通所型

サービスが３，００４件で、令和４年度と比較しますと、訪問型サービスが６３件減少

したのに対しまして、通所型サービスが１２７件増加しております。 
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　　続きまして、その下にございます介護予防ケアマネジメント事業費１，１５７万

５，５９６円ですが、こちらは総合事業対象者に係るケアプラン作成に係る費用です。 

　　続きまして、第２項一般介護予防事業費ですが、要介護状態となるのを予防するため

に実施した事業の経費です。備考欄の地域介護予防活動支援事業は主に、各地域で実施

しているいきいき百歳体操や地域介護予防サポーターの養成講座等の経費です。 

　　３６２、３６３ページをお開きしています。 

　　備考欄の第１８節負担金補助及び交付金１０６万２，６７０円は、いきいき百歳体操

運営補助金です。その下にございます地域リハビリテーション活動支援事業は、いきい

き百歳体操やはつらつ教室の普及支援のための経費となっておりまして、看護師が各会

場へ巡回し、参加者の活動状況や健康状態の確認、助言等を行うほか、理学療法士によ

る体力測定や定期的な指導を行なっております。 

　　続きまして、第３項包括的支援事業費・任意事業費のうち、第１目包括的支援事業費

についてですが、備考欄にございます地域包括支援センター運営事業のうち主なものが、

第１２節委託料、地域包括支援センター運営業務委託料４，８００万円で、高齢者の総

合相談窓口として、市内３か所にございます地域包括支援センターの運営業務委託料と

なっております。 

　　続きまして、３６４、３６５ページをお開きしております。 

　　こちらの備考欄の一番上にございます在宅医療・介護連携推進事業ですが、主なもの

は、第１８節負担金補助及び交付金の在宅医療・介護連携推進事業負担金３８９万

７，９７２円です。医療と介護の連携を強化するために、加須市と共同して北埼玉医師

会へ事業委託したもので、当市負担分の金額となっております。 

　　なお、委託内容のうちの一つとして、アドバンス・ケア・プランニング、通称人生会

議の講座を４回開催しております。市の医師会にて普及啓発講師として登録いただいて

いる先生に、自分がどのような最期を迎えたいとか、将来の医療及びケアなどについて、

ご本人とご家族などが話合いを行うということを普及するものです。 

　　続きまして、認知症総合支援事業ですが、こちらは認知症の方に対し、状態に応じた

適切なサービスが提供されるよう支援するもので、認知症初期集中支援チームや認知症

カフェ事業補助金などに係る経費となっております。認知症カフェは、認知症の方やそ

の家族が悩みや不安を相談できる集いの場で、１２回開催し、延べ１２３名の参加があ

りました。 
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　　続きまして、下のほうにまいります。 

　　生活支援体制整備事業の第１２節委託料４６８万７，４００円は、高齢者が住み慣れ

た地域で暮らし続けられる地域体制をつくるための事業を社会福祉協議会へ委託したも

のです。 

　　次に、地域ケア会議事業ですが、地域会議は地域包括支援センターまたは居宅介護支

援事業者が作成した介護予防ケアプランの内容などについて、理学療法士や歯科医師、

薬剤師、管理栄養士などの専門職が検討助言することで、高齢者の自立した生活を支援

することやケアプランの質の向上などを目的に開催する会議で、令和５年度は１０回開

催し、１８事例について会議を行いました。 

　　続きまして、３６６、３６７ページをお開きしています。 

　　任意事業は介護保険給付システムの保守や、認知症サポーター養成講座等の経費にな

ります。 

　　なお、認知症サポーター養成講座は１０回開催し、延べ１３０名の参加がありました。 

　　包括的支援・任意事業一般経費は、地域支援事業全体の各事業に係る事務経費になり

ます。 

　　３６８、３６９ページをお開きしております。 

　　真ん中辺にございます第６款諸支出金、第１項償還金及び還付加算金のうち、備考欄

の第１号被保険者還付金及び還付加算金１７８万２，８００円は、所得額変更などによ

る保険料の変更や、市外への転出、死亡等による還付です。 

　　最後に、第２目償還金１億４，８９４万２，０６４円は前年度の国庫支出金、県支出

金の精算に伴う国・県への返還金です。 

　　以上で説明を終わります、よろしくお願いいたします。 

○西山丈由委員長　ただいまの課長説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　いきいき百歳体操が事業としてありますけれども、その事業効果という

のは、どういう効果があったのかという分析はされているんですか。もう５年以上、こ

うした事業を開始してからたっていると思います。どういう効果があったのかとかは分

析されているかどうかお伺いします。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 
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○本間陽子高齢介護課長　事業は始まって少したつのですが、実は今年度、１名、看護師

を採用しまして、検証のための数値を今集めているところでございまして、令和５年度

中には、申し訳ございません、まだそこまではやっていなかったんですが、今年度、検

証のほうを始めております。 

　　以上です。 

○西山丈由委員長　ほかに。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　介護もなかなか費用が払えない方は利用料の減免とか、そういった制度

があると思いますけれども、そういう方は今何件くらいあったのかとか、どれぐらいの

金額かというのをお伺いいたします。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　失礼しました。 

　　介護保険料の減免としましては、東日本大震災の特例がございまして、こちらが令和

５年度中に３名、６万５００円の減免を行なっております。令和４年度までは全額免除

ではあったんですが、令和５年度は２分の１免除ということで、国のやり方に従って減

免を行なっております。利用料の減免は、１人減免がございました。 

　　以上です。 

○西山丈由委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　利用料の減免１人ということだったんですけれども、なかなか十分利用

料を払える方という人たちばかりではなく、結構生活が困窮している方も多いと受け止

めているんですけれども、何かそういう減免制度とかというのは知らせていないから、

皆さん知らないという可能性はないでしょうか。その辺、周知とかはどうされているの

かお伺いします。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　高齢者のサービスを使う方に、皆さん必ずケアマネジャーさん

がついておりまして、ケアマネジャーさんは本当にその方の生活状況とか経済状況、全

て網羅して把握している方たちですので、ケアマネジャーさんを通じて、制度のほうの

お知らせというのは常に行なっております。 

　　以上です。 

○西山丈由委員長　中島委員。 
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○中島直樹委員　認知症サポーター養成事業について、実績を教えてください。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　令和５年度中の認知症サポーター養成講座は、全部で１０回開

催しまして、１３０名の参加がございました。例えば、先ほどちょっとお話ししました

認知症カフェとコラボで開催したのが３回ございます。あと広報で募集をかけまして、

一般市民向けに２回開催しております。それと、准看護学校の生徒さんに１回開催して

おります。 

　　それと、令和５年度から初めて組み入れていただいたのですが、社会福祉協議会で実

施しています夏のボランティアプログラムで初めて中学生、高校生向けに１回、講座を

開きました。それと、高齢者大学、手子林公民館でも１回開催しております。また、市

の職員に対して２回開催しております。 

　　講座は数年前から始めているものでして、累計４，２９８名が羽生市内で認知症サポ

ーターになったという形になります。講座を受けた方には、このようなオレンジのサポ

ーター証をお渡ししておりまして、４，０００人以上お配りした状態になっております。 

　　以上です。 

○西山丈由委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　いきいき百歳体操、今後高齢化が進んでいくのはもう明白であって、い

きいき百歳体操の介護予防も含めたフレイル予防とかというところと、やっぱり認知証

に対する理解というのがもっともっと理解を深めていかなきゃいけない世の中になって

いると思うんですけれども、そういった中で、事業で徘回高齢者ステッカー交付事業と

いうのがあったと思うんですけれども、それについては、どれぐらいのステッカーが交

付されたのか。また、ステッカーを交付したことによって、よかったねというような、

ステッカーを交付したがゆえによかったねという事例はどれぐらいあったでしょうか。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　今、ステッカーの件数は、申し訳ございません……。失礼しま

した。ありました。申し訳ございません。今、令和５年度中は１２人追加になりまして、

現在、総登録者数は４８件になっております。 

　　これが役に立ったということが実際最近ございまして、徘回のステッカーを貼った方

が、暗い夜道でカートを押して歩いているというのが警察のほうに通報が入りました。

この登録の情報は、高齢介護課だけでなく警察と消防署で情報を共有しております。警
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察のほうでそのステッカーの番号を見て、この方はどなたかなということで、その方の

情報、顔写真とかも全て登録しておりますので、それでその方の身元が判明して、介護

事業所のほうと連絡がついて対応が取れた。そのときはご自宅に送っていただいたので

すが、そのように番号と名前とご住所、関係する介護事業所が把握できるような形にな

っております。 

　　年間でいいますと、さほど多くはないのですが、私が高齢介護課に来てからは、情報

が入っていないのかもしれないですけれども、年間１件かそこらではございました。 

○西山丈由委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　今、課長の説明だと、令和５年度で１２人か、１２枚というのかな、発

行してと。累積で４８件というのは、今までこの事業を始めてから４８人の方にそのス

テッカーを交付したという理解でいいんですかね。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　死亡した方は登録を解除していますので、今現在、存命の方で

登録しているのが４８名ということです。そのとき、そのとき更新はしております。 

○西山丈由委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　配布枚数というのは、累積でもっともっと増えるんですかね。今、登録

が４８件ということですけれども。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　ステッカーが、こちらが申請していただくものではあるんです

が、こういう事業、こういうステッカーがありますよというお話は、介護事業所だけで

なく地域包括支援センターでも情報を共有していますので、必要な方にはお声がけして

申請していただくので、増えるとは思います。 

○西山丈由委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　いきいき百歳体操があちらこちらで話、今、柳沢委員のほうからもあり

ましたし、あちらこちらで聞くんですが、認知症サポーター養成講座というのは実績を

伺いましたけれども、今後やっぱり、今まで４，２９８人が受講されたということです

けれども、今話を聞くと、自治会のほうで、うちの自治会でも、個人でも、昨日ちょっ

と興味があって聞いたら、１０人ぐらいの人を集めれば、役所のほうでその養成講座を

開くための養成を受けた方が、その講座をやってくれるということなんですけれども、

なかなかあれですか、こちらからやります、やりますよと事業所とか今の高校生ですか、
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ボランティアとかということですけれども、自治会の人が、じゃあって近所の人とか、

自治会でこういうグループがあるから、サークルでこういうのがあるから、ちょっとや

ってくださいよというのはまだまだ少ないんですかね。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　生涯学習講座にも認知症サポーター養成講座を入れておりまし

て、こういうのをやっていますよというのは言っているので、例えば今年も民生委員さ

んの研修とかもありますので、コロナのときは大分数が減ってしまったんですけれども、

大体年間１０回前後で推移はしております。数としては少ないかどうかということです

よね。 

　　失礼しました。私がよく分かっておりませんでした。失礼いたしました。 

　　人数が少なくてもそういう方がいますかという……。 

○中島直樹委員　いや。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　失礼いたしました。 

　　私が感じるところでは、まだまだちょっと少ないかなとは思っております。もっと草

の根的ではございますが、広げていきたいということはあるのですが、講師の数も今の

ところまだ少ないので、これで殺到すると対応できなくなりますので……。 

○中島直樹委員　なるほど需要と供給のバランスがあるわけですね。 

○本間陽子高齢介護課長　はい。ですので、講師ができる人間を増やしていかなければい

けないと考えております。 

○中島直樹委員　以上です。 

○西山丈由委員長　ほかに。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　介護保険料の滞納の状況というのはどうでしょうか。お伺いします。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　現年度の令和５年度分と、その前の分も全て集めますと、延べ

で３８８件、金額にしますと１，５５６万６，９９５円が、収入、まだ足りない部分に

なります。 

　　以上です。滞納額はそちらになります。 

○西山丈由委員長　柳沢委員。 
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○柳沢　暁委員　滞納する理由とかというと、どういう分析をされているというか、どう

なんでしょうかね。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　介護保険料の９割は特別徴収で年金からの引き落としですので、

その残りの１割が普通徴収ということで納付書を発行するなどをしております。その中

で半分はコンビニで納付していただいています。それ以外が口座振替やその他になりま

す。普通徴収のうち入っていない部分が滞納になってくるのですが、ちょっとここ１年、

増えてきているので、やはり生活費にお金を回して、その介護保険料のほうに回すのが

後回しになっているという印象は受けております。ただ、介護サービスを使うときは、

少しでもいいからお支払いのほうはお願いしているので、滞納したまま、全く滞納した

ままで介護サービスを利用している方は今のところいないんですが、やはりそういう方

とお話をしていますと、生活費のほうを優先するということで、介護保険料まではちょ

っと回らないというお話は聞いております。 

　　以上です。 

○西山丈由委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　そういう方への免除とか減免とか、そういうのというのはあるのかどう

かというと、どうなんでしょうか。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　所得といいますか、収入が低い方は介護保険料もお安くはなっ

ておりますので、その部分で所得の差というのはつけてはいますので、それでさらにと

いうときは、減免というのはなくて、分納でいっても結構ですのでということで、少し

ずつお支払いをお願いしております。 

○西山丈由委員長　ほかに。 

　　川田委員。 

○川田真也委員　よろしくお願いします。 

　　支出のほうを全体的にぱっと見させてもらったときにちょっと気になったところは、

おのおのが多分システムが違うかと思うんですけれども、システム使用料がおのおの

１００万円以上かかっていて、２つ、３つあるかと思うんですけれども、それで修繕費

用も１００万円近くかかっていると。要はコンピューターのシステムだけで３００万前

後かかっているのかなと思うんですけれども、例えば統合して一つのシステムで安くす
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るとか、そういうことというのはできないシステムなのでしょうか。ちょっとそこだけ

教えていただきたいんですけれども。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　今おっしゃるとおりで、統合するのが一番効率的だと思いまし

て、今、国のほうでシステムの標準化を進めておりまして、その流れといいますか、そ

の手順に沿って羽生市も同じようにやっていく準備を今しているところでございます。 

○西山丈由委員長　川田委員。 

○川田真也委員　分かりました。今後は国の指示に従って統合して、若干システム使用料

とかも安くなるという形で理解してよろしいですか。安くなるかどうか分からないけれ

ども。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　おっしゃるとおり、全国的に同じようなシステムに統一してい

くということだけで、金額のほうが、じゃそれで安くなるかというところまではちょっ

とまだはっきりはしておりません。 

　　以上です。 

○川田真也委員　分かりました。 

○西山丈由委員長　ほかにはございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○西山丈由委員長　質疑も尽きたようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

　　続いて、討論に入ります。 

　　討論のある方は順次発言を願います。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　議案第６２号　令和５年度羽生市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について、反対の立場から討論します。 

　　２０２４年、自治体要請キャラバン資料集によると、４月１日現在、第１号被保険者

の滞納数は２２８人となっています。介護保険料の引上げを抑えるために一般会計から

の介護保険会計に繰入れを行うなど対策を行なっていかなければ、保険料はますます負

担増となります。負担軽減すべきことを指摘いたしまして、本案に反対とさせていただ

きます。 

　　以上です。 
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○西山丈由委員長　ほかに討論はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○西山丈由委員長　討論も尽きたようですので、これをもって討論を終結いたします。 

　　これより採決を行います。 

　　議案第６２号　令和５年度羽生市介護保険特別会計歳入歳出決算は、これを認定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔挙手多数〕 

○西山丈由委員長　挙手多数と認めます。 

　　よって、本案は認定すべきものと決しました。 

　　暫時休憩いたします。 

 

午後　零時２４分　　休　憩 

 

午後　１時２２分　　開　議 

 

○西山丈由委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第６８号　羽生市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例を議題といたします。 

　　高齢介護課長に説明を求めます。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　高齢介護課の本間です。午前中に引き続きよろしくお願いいた

します。 

　　同席いたします職員を紹介いたします。 

　　高齢福祉係長の間篠です。 

○間篠雄介高齢福祉係長　間篠と申します。よろしくお願いします。 

○本間陽子高齢介護課長　着座にて失礼いたします。 

　　議案第６８号　羽生市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について説明させていただきます。 

　　今画面のほうは、条例の改正文が表示されておりますが、参考資料を開かせていただ
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きます。 

　　この地域包括支援センターにおける人材の確保が全国的に困難となっている状況を踏

まえまして、配置基準を緩和するよう省令が改正されたことに伴い、市の基準条例を改

正するものとなっております。 

　　地域包括支援センターには主任介護支援員、主任ケアマネジャーと社会福祉士、保健

師の３職種を１人以上配置する決まりになっています。 

　　参考資料の下の図をご覧ください。 

　　左側のほうが、１か所当たり３職種が１人ずつ配置されているものを表しております。

こちらをどのように緩和するかといいますと、例えば右側の図をご覧ください。もし

３職種をそろえることが困難な状況が継続する場合、かつ地域包括支援センター運営協

議会が必要と認めるときは、一つ一つに３人ずつではなく、複数の拠点で合算して３職

種を配置するなど柔軟な職員配置が可能となります。 

　　例えば右側の図にありますとおり、３か所、市全体で９人、３人ずつ９人そろってい

れば大丈夫というような考えになります。 

　　市内３か所にある地域包括支援センターでは、今のところの３職種が配置できており

ますが、市が条例を定めるに当たり、国の基準に従うべきということになっております

ので、条例改正により国の改正内容に対応するものでございます。 

　　以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

○西山丈由委員長　ただいまの課長説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　今、３職種確保がしっかりされているということなんですけれども、や

はり見通しとしては、今後も十分確保できるような状態なのか。それとも困難な状態に

進みそうなのかというと、どういう状況なんでしょうか。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　今のところ羽生市は確保できておりまして、今後も不足するこ

とはないとは考えておりますが、例えば近隣の自治体の中には、やはり確保できなくて、

地域包括を撤退したという事例もございますので、３名今いますけれども、例えば１名

の方が体調不良で退職されるということが今後ないとは限りませんので、そのように考

えております。 
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　　以上です。 

○西山丈由委員長　丑久保委員。 

○丑久保恒行委員　もう一度、資格。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　３職種ですが、１人目が主任ケアマネジャー、次が社会福祉士、

３人目が保健師。羽生市では、これらの資格に準ずる者も大丈夫ということにしてあり

ます。 

　　以上です。 

○西山丈由委員長　中島委員。 

○中島直樹委員　その資格に準ずる者というのは、具体的にどういうことを言いますか。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　例えば保健師でなくても経験がある看護師ですとか、これから

主任ケアマネジャーを取る予定になっているケアマネジャーさん、ケアマネジャーさん

に主任というのがくっつくんですけれども、ケアマネジャーさんが研修を受けて主任ケ

アマネジャーになるんですが、主任ケアマネジャーをもうすぐ取れますよというような

方とかでも大丈夫ということにしております。 

　　以上でございます。 

○西山丈由委員長　昆委員。 

○昆　佳子委員　今現在、羽生市は３職種が整っているということなんですけれども、こ

れはその３職種、各１人ずつが原則なのか。また、もしくは２人とか３人とかにするこ

とは可能なんですか。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　各１人以上ということになっておりますので、複数いても大丈

夫でございます。 

○西山丈由委員長　昆委員。 

○昆　佳子委員　今、１人ずつなんですけれども、各センター、３職種１人ずつで、ケア

は万全なのかお聞きしたいんですけれども。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　今のところ３名でうまくやっていただいております。３か所そ

れぞれ高齢者５，０００人ずつぐらいに分けておりまして、大体同じ数ぐらいになるよ
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うにはなっております。 

　　以上です。 

○昆　佳子委員　ありがとうございます。 

○西山丈由委員長　ほかにはございませんか。 

　　川田委員。 

○川田真也委員　イメージ図を見て、ちょっとイメージさせてもらったんですけれども、

結局左の図と右の図で９人いて、３種３人ずつじゃないですか、この図だと。いる場所

が違うだけで。青い人が例えば左に来て、赤い人が右下に来れば、全職、３か所そろう

わけじゃないですか。結局は人数は３種で３か所だと３人いなくちゃいけないのか。あ

るいは、例えば主任ケアマネジャーさんは全部にいるとしますよね。そこに、今度例え

ば保健師さんが２人しかいなくて、社会福祉士の方が４人となると、３か所に３人ずつ

というふうには計算がいかないんですけれども、そういう不バランスな状況でも今回よ

くなるということでよろしいんでしょうか。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　ちょっと資料に戻らせていただきまして、②の上から５行目の

ところにございますが、最低限２職種は配置を必要としておりまして、主任ケアマネさ

ん、保健師がいて、必ずその２職種、何かしらの２職種は必ず配置して、もう１人の、

最後の社会福祉士が足りない場合は、例えば先ほどはそこまでは触れなかったんですけ

れども、会計年度任用職員さん、例えば社会福祉士の資格を持った会計年度さんが例え

ば４時間ずつ働いても、それでもオーケーという形になります。その３職種かならずい

なければいけないという今までの定めは、本採用といいますか、そういう形であって、

会計年度任用職員は認められていなかったんですが、先ほどの緩和のうちの一つとして、

２職種は必ずいなければいけないんですけれども、３職種目の、例えば社会福祉士さん

が足りなかった場合は、会計年度さんで補う形も取れるということ、すみません、先ほ

ど細かく説明できなかったんですけれども、そのように柔軟になっております。 

○西山丈由委員長　川田委員。 

○川田真也委員　そうすると、会計年度さん云々かんぬんは別として、例えば２職種、

３か所にいた場合に、最後の例えば保健師さんは１人だけどこかにいればいいというこ

と。要は、通常だと９人必要なところが７人でも運営できるようになりますよというこ

とで理解してよろしいんでしょうか。だから、どこかに１人いれば、その人をというん
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じゃなくて、結局は９人必要ということ。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　最終的には９人分の、社会福祉士、保健師、ケアマネが３人分

ずついればいい。３人ずつ確保できれば、会計年度さんも入れて、時間数がきちんとそ

の分確保できればオーケーという形になります。すみません、質問の回答、合っていま

すでしょうか。 

○西山丈由委員長　川田委員。 

○川田真也委員　人員が確保できないから、こういう感じで条例を改正するということだ

ったので、私はこれを見たときに、さっき言ったように、９人必要なところを２名、

２名、２名で取りあえずいれば、どこかに１人、最後の資格を持っている人がいればオ

ーケーよということかと思っちゃうんですけれども、結局は９人必要なんで、資格を持

っている人のバランスが崩れても９人は必要ということなんですかね。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　この図で言いますと、そのとおり、総じて９名は必要というこ

とでございます。 

○西山丈由委員長　川田委員。 

○川田真也委員　じゃ、結局は９人は必要ということなんですよね。ただ、１か所に必ず

３種３名いなくても９人は必要なんだけれども、今までの条例だと、必ずＡ、Ｂ、Ｃが

３種３名いなくちゃいけなかったんだけれども、それがちょっとずっこけていても、取

りあえず９名にしますよという条例ということで理解する形でよろしいでしょうか。 

○西山丈由委員長　高齢介護課長。 

○本間陽子高齢介護課長　おっしゃるとおりです。ありがとうございます。 

○川田真也委員　分かりました。 

○西山丈由委員長　ほかにはございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○西山丈由委員長　質疑も尽きたようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

　　続いて、討論に入ります。 

　　討論のある方は順次発言を願います。 

〔発言する者なし〕 

○西山丈由委員長　討論はないようですので、これをもって討論を終結いたします。 
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　　これより採決を行います。 

　　本案は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○西山丈由委員長　挙手全員と認めます。 

　　よって、本案は可決すべきものと決しました。 

　　暫時休憩いたします。 

 

午後　１時３６分　　休　憩 

 

午後　１時３８分　　開　議 

 

○西山丈由委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第６７号　羽生市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

　　国保年金課長に説明を求めます。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　国保年金課長。 

○加藤昌英国保年金課長　改めまして、国保年金課の加藤でございます。よろしくお願い

いたします。 

　　着座にて説明させていただきます。 

　　今、画面のほうは条例の議案の内容を表示させていただいております。 

　　本議案については、１点目は紙の保険証の廃止による返還に伴う罰則規定を削除する

ものです。もう１点は、今回の改正に合わせて、被保険者としない者、国保の適用除外

となる者を条例で規定しているとしております。 

　　改正後の、まずこの上の４条の被保険者としない者、こちらをご覧ください。 

　　これまで本市条例では規定されていなかった被保険者としない者、適用除外を規定し

ようとするものです。 

　　適用除外は、国民健康保険法の第６条に規定されておりまして、社会保険に加入され

ている方、また生活保護の受給者の方などなどございますが、このほか厚生労働省令に

基づき条例で定める者という規定がございます。このたび、この適用除外に規定しよう

としております児童福祉法の規定による措置により児童福祉施設に入所している児童等
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であって、扶養義務者のいない者というものが今回定めようとしておるものでございま

す。 

　　こちらの児童は、児童保護の措置をされております。なので、県から保険証のような

受診券という保険証サイズの同じようなカードが発行されておりまして、これで児童は

医療受診をされておりまして、なのでその部分は全てそちらの措置のほうから医療費は

全て公費で賄われております。 

　　そのため、医療保険による給付は必要ないのですが、国保に加入することになってし

まうと、扶養義務者がいないので、児童本人が国保に入ることになってしまい、そうす

ると国保税が発生してしまって、そうすると児童の負担が生じてしまうので、国の通知

に基づいて、国保の被保険者としないという運用が今されております。こちらについて、

条例の中で改めて規定することで、児童に負担が生じないようにすることを明らかにし

ようとする、そういったものでございます。 

　　なお、影響範囲なんですが、羽生市内に本当にこのような児童がいらっしゃるのかと

いうことで、措置は県が行なっておりますので、県のほうに人数だけ、個人情報が絡ん

でしまいますので、人数だけ伺ったところ、８月９日時点で１名いらっしゃるというこ

とでした。 

　　続きまして、第１１条をご覧ください。 

　　いわゆるマイナンバー法改正の、こちらの改正法の施行に基づき、１２月２日から紙

の被保険者症が廃止となるという流れになってございます。そうしますと、現在の国保

条例の中に紙の被保険者関係の文言が記載されておりますので、この条文の改正が必要

になってきたというところでございます。 

　　条例の中で、第１１条に過料の規定がありまして、この中に被保険者証の返還を求め

られて、これに応じない場合というのがございますので、ここの部分を削除するという、

そういった条文の整理になってございます。 

　　なお、施行日につきましては、先ほどの児童の関係、第４条につきましては交付の日

から施行となりますが、第１１条については１２月２日からの施行となります。 

　　以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○西山丈由委員長　ただいまの説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　丑久保委員。 
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○丑久保恒行委員　該当する児童、マイナカードの中に保険証も入っちゃうという、従来

の一般家庭と同じように、この４条に該当する者は、マイナカードに入れるという解釈

でよろしいんですか。 

○西山丈由委員長　国保年金課長。 

○加藤昌英国保年金課長　該当のような今回、適用除外にする児童というのは、県の措置

の受診券という保険証ではない受診券が発行されていますので、そちらで受診するので、

基本的にはマイナンバーカードでの受診にはならないんではないかなと思っております。

いずれにしても、そういった子たちは国保の該当にはさせないということなので、保険

証関係も国保としては無関係になってくると思います。 

　　以上でございます。 

○西山丈由委員長　ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○西山丈由委員長　質疑も尽きたようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

　　続いて、討論に入ります。 

　　討論のある方は順次発言を願います。 

〔発言する者なし〕 

○西山丈由委員長　討論はないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

　　これより採決を行います。 

　　本案は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○西山丈由委員長　挙手全員と認めます。 

　　よって、本案は可決すべきものと決しました。 

　　暫時休憩いたします。 

 

午後　１時４４分　　休　憩 

 

午後　１時４６分　　開　議 

 

○西山丈由委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第６６号　令和６年度羽生市一般会計補正予算（第４号）、別冊４のうち、本委
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員会付託部分を議題といたします。 

　　議案第６６号のうち、社会福祉所管部分について、社会福祉課長に説明を求めます。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　社会福祉課長の一ノ瀬です。よろしくお願いします。 

　　同席の職員は、課長補佐兼生活支援係長の飯塚でございます。 

○飯塚　保課長補佐兼生活支援係長　飯塚です。よろしくお願いします。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　着座にて説明させていただきます。 

　　議案第６６号　令和６年度羽生市一般会計補正予算書及び説明書（別冊４）の８ペー

ジ、９ページになります。 

　　第３款民生費、第１項社会福祉費、第１目社会福祉総務費、自立支援給付費等事業に

ついて説明申し上げます。 

　　こちら１２節委託料ですが、自立支援給付等システム改修委託料として、具体的には

児童発達支援事業に係る就学前障がい児の発達支援の利用者負担無償化に係る認定手続

の簡素化、それから障がい福祉サービス事業に係る同一世帯に複数の障がい児がいる場

合の上限額管理結果表の電子化に伴うシステム改修になります。財源としまして、国の

障がい者自立支援給付費支払い等システム事業補助金が入っております。 

　　続きまして、第３項生活保護費、第１目生活保護総務費ですが、生活保護総務一般経

費、１２節委託料、こちらは生活保護システム等改修委託料として生活保護法の制度改

正に伴いシステム改修を行うものです。 

　　制度改正の具体的な内容としましては、就労により自立する世帯に、その後の税負担

や社会保険料の負担を軽減するために支給する就労自立給付金の算定方法が変更となり

まして、就労してから早期に自立した方のメリットを高めたものとなっております。ま

た、新生活の立ち上げ費用を支給する進学準備給付金の名称が進学・就職準備給付金に

変更となりまして、これまで対象は大学進学者のみだったものから、高卒就職者も対象

に加えられたものです。こちらの財源として、国の生活困窮者就労準備支援事業費等補

助金が入っております。 

　　説明は以上です。 

○西山丈由委員長　ただいまの課長説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 
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　　丑久保委員。 

○丑久保恒行委員　国の補助金が社会福祉総務費のほうは国で２分の１、補助金がね、

１つはね。生活保護のほうは、国が７５万円だから４分の１ぐらいですか。一般財源が

生活保護は１３４万円、この違いというのはどういうことなんでしょうか。 

○西山丈由委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　生活保護システム改修のほうの補助金なんですが、基本的に

は２分の１の補助率となっておりますが、その対象経費について上限額が設けられてお

りまして、上限額は１５０万円となっております。その２分の１ということで７５万円

が、その財源として計上したものとなります。 

　　自立支援給付システムのほうは２分の１ということで、そちらは上限は特に設定され

ておりませんので、そのまま２分の１を歳入として計上しております。 

　　以上です。 

○西山丈由委員長　丑久保委員。 

○丑久保恒行委員　そうすると、この生活保護システム等改修委託料は２０９万ですが、

羽生市の場合、高いと。基準を参考にしますと、上限が１５０万が上限ということでね、

という捉え方でよろしいですか。 

○西山丈由委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　これも国が基準を提示したものでございますので、いつも必

ずしも国の基準は的確にその市町村の需要をちゃんと捉えているかというと、そこは合

わない部分もありまして、これにつきましては、国のほうにもこれだけかかっているん

だよということは示していきたいと思います。 

　　また、他市やこれまでの経過等をちょっと比較しまして、委託料を確認しているんで

すが、特に羽生市のほうは特段高いというふうには考えておりません。 

　　以上です。 

○西山丈由委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　今、ちょうど改正のところで出ているんですけれども、このスケジュー

ルについてなんですけれども、片方は１０月に見積り合わせ・契約で１１月にシステム

改修になっているんですね。もう片方は、１１月に見積り合わせ・契約で３月にシステ

ム改修で、随分先にシステム改修がなっているんですけれども、この辺の違いというの

はどういったところにあるのかお伺いします。 
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○西山丈由委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　今回のこのシステム改修につきまして、詳細の設計につきま

して、国のほうは年内に示すというふうに言っておりまして、詳細がまだ来ていない状

況ではあります。このため、ちょっと生活保護システムよりも若干システム改修の時期

は遅くなっております。 

　　以上です。 

○西山丈由委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　何か内容が分からないうちに契約は結んじゃうというのは、なかなか、

これはどういうことなんですかね。改修のボリュームも分からない中で契約だけ結んじ

ゃうというのは、どう解釈すればいいのかお伺いいたします。 

○西山丈由委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　国も年内に示すと言っておりまして、それが示され次第、見

積り合わせ、契約という形になりますが、これはあくまでも予定ということでございま

すので、その辺は詳細が分からないうちに契約するということではございません。 

　　以上です。 

○西山丈由委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　ここに１１月になっているけれども、普通だったら１月とかが適切なの

かなと思いますけれども、どうでしょうかね。 

○西山丈由委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　その詳細が分かり次第、なるべく早く契約したいという考え

もありますので、そういった考えでこういったスケジュールを示させていただいたもの

となります。ただ、実際には、たしか国も年内というと、大体年明けぐらいに来るのが

通常ですので、ちょっと遅れる可能性はあるかなというふうには考えております。 

　　以上です。 

○西山丈由委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　やはり１月とか２月とか、もっと先のほうがいいのかなと思うんですけ

れども、スケジュールがこうなっているのは何でなんでしょうかね。 

○西山丈由委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　契約のほうはなるべく早くしたほうが、その後の準備等がス

ムーズにできますので、こちら、なるべく早くしたいという気持ちがあるんですが、そ
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れは国の動き次第となってきますので、ちょっとそこは明確に捉えられることはできて

いないので、それでこういった形になっております。 

○西山丈由委員長　ほかにはございますか。 

　　丑久保委員。 

○丑久保恒行委員　就学前障がい児、この対象になる児童、羽生市内ではどのぐらいの実

数がおるんですか。 

○西山丈由委員長　社会福祉課長。 

○一ノ瀬元章社会福祉課長　現在、発達支援サービスを利用されている方が４９人いらっ

しゃいます。令和５年度の実績で４９人です。令和４年度のときは３１人だったんです

が、ちょっと伸びているような状況でございます。 

　　以上です。 

○西山丈由委員長　ほかにございますか。 

〔発言する者なし〕 

○西山丈由委員長　質疑も尽きましたので、これをもって質疑を終結いたします。 

　　暫時休憩いたします。 

 

午後　１時５４分　　休　憩 

 

午後　１時５４分　　開　議 

 

○西山丈由委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第６６号のうち、まちづくり部所管部分、第８款土木費、第２項道路橋りょう費、

第２目道路維持費及び第３目道路新設改良費については、歳入予算の財源組替えのみで

歳出予算の補正はありません。歳入予算については、総務文教委員会で審査を行なって

おりますので、都市民生委員会の審査は省略いたします。 

　　以上です。 

　　続いて、討論入ります。 

　　討論のある方は順次発言を願います。 

〔発言する者なし〕 

○西山丈由委員長　討論はないようですので、これをもって討論を終結いたします。 
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　　これより採決を行います。 

　　本案は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○西山丈由委員長　挙手全員と認めます。 

　　よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

　　暫時休憩いたします。 

 

午後　１時５６分　　休　憩 

 

午後　２時０４分　　開　議 

 

○西山丈由委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　議案第６９号　羽生市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の

一部を改正する条例についてを議題といたします。 

　　水道課長に説明を求めます。 

　　なお、説明は簡潔に願います。 

　　水道課長。 

○山木章史水道課長　水道課長の山木でございます。午前中に引き続きよろしくお願いい

たします。 

　　それと、同席しております職員の紹介をさせていただきます。 

　　課長補佐兼工務係長の久保でございます。 

○久保弘之課長補佐兼工務係長　久保です。よろしくお願いいたします。 

○山木章史水道課長　どうぞよろしくお願いいたします。 

　　恐縮ですが、着座にて説明させていただきます。 

　　議案第６９号　羽生市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の

一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

　　議案書は６ページ、参考資料は６をご覧ください。 

　　水道法におきましては、水道に関する必要な知識を持った者が水道事業に従事するこ 

とになっておりまして、水道事業者、いわゆる市は水道施設の布設工事を行う際には、

工事監督者、また水道事業を行う際には水道技術管理者を置かなければならないと定め



－66－

られております。そして、両資格はそれぞれが従事するための専門性が求められる観点

から、水道法施行令などにおいて、対象者が取得した学位や資格に応じて必要な水道等

に関する技術上の実務経験年数を設定しております。そこで、本市では、水道法施行令

等を参酌し、本条例でそれぞれの資格要件を定めております。 

　　一方で、令和６年４月から水道整備管理行政の機能強化を目的として、水道に関する

事務の所管が、厚生労働省から国土交通省及び環境省へ移管されました。それに伴い、

生活衛生等関係行政の機能強化を目的とした水道法施行令などの一部改正が行われまし

て、両資格の要件であります技術上の実務経験年数の変更や新たな要件が追加されるな

どの見直しが行われたことから、これらの改正内容を参酌して本条例の所要の改正を行

うものでございます。 

　　ちょっと前段が長くなりましたが、議案書の改正分の新旧対照表では、非常に内容が

分かりづらいので、参考資料６にて改正内容を整理させていただいております。 

　　表の見方ですが、表の左半分が布設工事監督者、右半分が水道技術管理者に関する資

格要件となっております。それぞれ記載内容の黒字の部分は改正前の現在の資格要件と

なっておりまして、赤文字の取消し線の項目、資料の上のほうに幾つか取消し線があり

ますけれども、この取消し線の項目は、今回の改正により削除、そして赤文字の項目、

追加になっている部分というのは、今回の改正案によって新たに追加となった部分でご

ざいます。 

　　また、左下の米印のところについてなんですけれども、技術上の実務経験年数のうち

少なくとも半分は水道に関する実務経験を有すること、そして残りの実務経験年数に工

業用水道、下水道、道路、河川の実務経験も参入可能というところは、布設工事監督者

に関する実務経験年数の注釈となっております。 

　　本市で言いますと、下水道課、建設課で工事の設計積算及び現場監督等の実務経験に

ついても実務経験年数に算入が可能となります。 

　　改正内容ですが、布設工事監督者の資格要件については、大卒の場合、土木工学科の

課程に衛生工学等を履修したか否かの要件はなくなりまして、一律で土木工学科または

これに相当する課程で実務経験は３年以上となります。また、大卒に機械工学科、電気

工学科、またはこれに相当する課程は４年以上が加わっております。同様に短期大学卒

業、高等学校卒業にも機械工学科、電気工学科の分類が加わり、新たに１級土木施工管

理技士の検定合格者の場合、３年以上が加わっております。 
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　　また、右側の水道技術管理者の資格要件については、現行の布設工事監督者の資格を

有する者、実務経験不要と、一番上の行ですが、この分類が削除となりまして、大卒に

土木工学科、短大卒、高卒に土木科が加わっております。さらに、技術士及び１級土木

施工管理技士の有資格者についても分類に加わっております。 

　　以上が要件見直しの概要となります。 

　　それでは、議案書に移りますので、議案書のほうをお願いいたします。 

　　先ほどの参考資料６での説明内容については、議案書の、現在開いている頭のところ、

６ページなんですけれども、条例の第３条に布設工事監督者の資格要件について記載さ

れております。 

　　続きまして、９ページに当たる部分なんですけれども、第４条には、水道技術者の資

格要件についての記載を新旧対照表で整理しております。 

　　なお、条文の内容については、改正水道法施行令等を参酌して引用していることから、

先ほどの参考資料の６の説明をもって省略のほうをさせていただければと思います。 

　　こちら、１１ページの附則になりますが、条例の施行は令和７年４月１日からの施行

となります。国の政令等の施行期日が令和７年４月１日であることから、同じ施行期日

としております。 

　　以上で説明を終わります。ご審査のほどよろしくお願いいたします。 

○西山丈由委員長　ただいまの課長説明に対し、質疑を求めます。 

　　質疑のある方は順次発言を願います。 

　　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　参考資料のほうの、「これらに相当する学科目」ということになってい

るんですけれども、これらにとか、そういうのというのは、例えばどういうふうに判断

していくのか。その点についてお伺いします。 

○西山丈由委員長　水道課長。 

○山木章史水道課長　こちらは電気工学科、機械工学科とあるんですけれども、最近、大

学の種類によっては、ちょっとすみません、具体的には申し上げられないんですけれど

も、様々な学科名がいろいろできていまして、その中で機械、電気というのもあろうか

と思います。土木も今土木工学じゃなくて、都市何とかとか、結構最近の大学っていろ

んな名称を使っているので、分からないので、「これに相当する」という表現をさせて

いただいているということです。 
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　　以上です。 

○西山丈由委員長　柳沢委員。 

○柳沢　暁委員　相当する学科目とか、そういう分からないときはしっかりそういうこと

でチェックをするというか、判断していくという解釈でいいんでしょうか。 

○西山丈由委員長　水道課長。 

○山木章史水道課長　もちろん実際に水道課のほうの布設工事監督者になる、ならないの

要件の確認はもちろん必要でございます。人事のほうで、卒業した大学や学部学科、そ

ういったものは人事担当のほうにあると思いますので、きちんとその辺、どういった科

目で勉強してきたかは確認した上で、最終的には市長のほうの判断という形になると思

います。 

　　以上です。 

○柳沢　暁委員　分かりました。 

○西山丈由委員長　ほかにはございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○西山丈由委員長　質疑もないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

　　続いて、討論に入ります。 

　　討論のある方は順次発言を願います。 

〔発言する者なし〕 

○西山丈由委員長　討論はないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

　　これより採決を行います。 

　　本案は、これを可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

〔挙手全員〕 

○西山丈由委員長　挙手全員と認めます。 

　　よって、本案は可決すべきものと決しました。 

　　暫時休憩いたします。 

 

午後　２時１２分　　休　憩 

 

午後　２時１２分　　開　議 
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○西山丈由委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。 

　　以上で、本委員会の付託事件の審議は全部終了しました。 

　　この際申し上げます。付託事件の審査報告については、先例により正副委員長に一任

願います。 

　　次に、閉会中における特定事件の調査の件を議題といたします。 

　　お諮りいたします。本委員会の所管事務調査事項、インクルーシブ公園整備事業につ

きましては、議長に対し、閉会中における特定事件の調査として申出をしたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○西山丈由委員長　異議なしと認めます。 

　　閉会中の継続調査事項として、常任委員会に付託することを最終日に諮りますので、

よろしくお願いします。 

　　次に、閉会中の委員派遣についてお諮りいたします。 

　　ただいま決定いたしました閉会中における特定事件の調査のため委員派遣を行う必要

が生じた場合、議長に対し、委員全員の派遣要求を行うこととし、日時、場所等の手続

につきましては委員長に一任願いたいと思いますが、これに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○西山丈由委員長　ご異議なしと認めます。 

　　これをもって閉会いたします。 

　　ご苦労さまでした。 

 

午後　２時１３分　　閉　会 


